


はじめに 

 

本調査は平成 24 年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）の

補助を得て、社団法人日本福祉用具供給協会が実施したものです。 

在宅介護における福祉用具については福祉用具専門相談員および介護支援専門員が

継続的にモニタリングを行い、必要に応じて福祉用具を入れ替えるなどの継続的対応

が行われているが、高齢者施設における福祉用具利用については、必ずしも自立支援

の観点からの明確な支援の体制が整っているとはいえない状況が指摘されています。

今後、施設から在宅へのシフトが進む介護環境では、入所中の生活環境についてもこ

れまで以上に自立支援を意識した生活環境整備が重要となります。 

こうした問題意識に基づき、平成２３年度では、高齢者施設等における個々の入所

者の自立支援の視点から見た生活環境整備の状況、特に生活行動支援場面における福

祉用具の選定と利用指導の状況を把握しました。さらに、施設全体での福祉用具運用・

管理の状況と利用効果の評価の体制についても把握し、自立支援に向けた環境整備の

視点から、効果的な福祉用具の利用とその運用・管理のあり方を提案しました。 

平成 24 年度の事業としては、こうした経緯を踏まえ、具体的な福祉用具の利用とそ

の運用管理の在り方を実証的に検討することをねらいとして、高齢者施設等における

福祉用具利用のモデル事業を行いました。福祉用具貸与事業などを活用して自立支援

の観点から適切な福祉用具利用環境を提供した上で、高齢者福祉施設の関係職員と福

祉用具貸与事業者の福祉用具専門相談員との連携のもと、具体的な運用の仕方、利用

を促進したことによる効果、管理運用面での影響などについての実証的なデータを収

集し、この実証データを基に、高齢者施設等における福祉用具利用と効果的な運用体

制の在り方を検討し、報告書としてとりまとめました。 

今後、福祉用具貸与サービス利用による一般的な高齢者施設における自立支援への

取り組みについて、本報告に基づき更に活発な議論、検討が行われることを期待する

ものです。 
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社団法人 日本福祉用具供給協会 
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１． 調査の目的と全体構成 
 
（１）事業実施の目的 

地域包括ケア研究会で「（リハビリに取り組む前段階としての）自立支援促進」、「してあげ

る介護」からの脱却の重要性が指摘され、社会保障審議会でも「（不適切な用具利用による）

廃用症候群（生活不活発病）促進の可能性」が指摘されるなど、適切な福祉用具の活用による

自立支援促進に向けた取り組みが求められてきている。 

在宅介護については福祉用具専門相談員および介護支援専門員が継続的にモニタリングを

行い、必要に応じて用具を入れ替えるなどの継続的対応の体制がつくられているが、高齢者施

設における福祉用具利用については、必ずしも自立支援の観点からの明確な支援の体制が整っ

ているとはいえない状況が指摘されている。今後、施設から在宅へのシフトが進む介護環境で

は、入所中の生活環境についてもこれまで以上に自立支援を意識した生活環境整備が重要とな

る。 

こうした問題意識に基づき、平成２３年度では、高齢者施設等における個々の入所者の自立

支援の視点から見た生活環境整備の状況、特に生活行動支援場面における福祉用具の選定と利

用指導の状況を把握した。さらに、施設全体での福祉用具運用・管理の状況と利用効果の評価

の体制についても把握し、自立支援に向けた環境整備の視点から、効果的な福祉用具の利用と

その運用・管理のあり方を検討した。 
 

こうした経緯を踏まえ、本事業では、具体的な福祉用具の利用とその運用管理の在り方を実

証的に検討することをねらいとして、高齢者施設等における在宅と同様の福祉用具利用のモデ

ル事業を行った。 

また、福祉用具貸与サービスなどを活用して自立支援の観点から充分な福祉用具利用環境を

提供した上で、具体的な運用のしかた、利用を促進したことによる効果、管理運用面での影響

などについての実証的なデータを収集し、高齢者施設等における福祉用具利用と効果的な運用

体制のあり方を検討した。 
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（２）調査の進め方 

 上記の目的を達成するため、本調査は以下の手順で実施した。 
 
１）検討委員会の設置 

高齢者施設等における福祉用具利用と効果的な運用体制の実証研究について、モデル的な導

入の仕組み、実証すべき項目、実証データ収集の方法、収集したデータの分析方法、分析結果

に基づいた福祉用具の利用と管理運営のあり方などを検討するために、高齢者施設等の管理者、

リハ専門職（環境整備有識者）、介護支援専門員（施設ケアマネ含む）、福祉用具事業者などか

ら構成される委員会を設置した。また、施設の特性に応じた具体的な実証方法を検討するため

に作業部会を設置した。 
 

【検討委員会の主な検討事項】 

 ・施設の特性に応じた福祉用具導入の仕組みの検討 

 ・導入モデル事業の実施対象の検討 

 ・実証すべき項目の検討 

 ・実証データ収集方法、分析方法の検討 

 ・分析結果に基づき高齢者施設における福祉用具の利用、運用・管理のあり方、仕組みの検討 

 ・調査報告内容の検討 

 

【作業部会での主な検討事項】 

 ・施設の特性に応じた導入福祉用具導入プロセスの検討 

  対象ケースの選定、ケアマネジャーの役割、リハ専門職の関わり方、福祉用具貸与事業者の

関わり方、など 

 ・福祉用具導入・管理の体制整備の検討 

 ・対象用具に応じた実証項目の検討 

  導入の仕組み・プロセスに関する事項 

  福祉用具導入の効果に関する事項 

  施設の運営、経営への影響に関する事項 

 ・実証データ収集方法（項目別の記録様式、記録方法など）の検討 

 ・実証項目データの具体的な収集方法の検討 

 ・収集データの分析 

 
２）高齢者施設等における福祉用具・実証モデル事業 

高齢者施設等における福祉用具の利用、運用・管理の状況を把握するために、①施設管理者

向け調査、および②福祉用具管理担当者または施設環境整備管理担当者向け調査を実施した。 
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３）実証モデル事業の想定 
・介護老人保健施設、介護老人福祉施設 各５施設 

・各施設での福祉用具導入対象ケース数 各８ケース程度 

・導入対象福祉用具   

車いす・同付属品、その他歩行補助用具、特殊寝台・同付属品、じょくそう予防用具、徘

徊感知機器、など 

・モデル事業実施期間 ４ヶ月程度 

 
 
４）実証モデル事業実施体制 

  ①モデル事業の管理運営体制 

   対象施設の福祉用具管理者、施設のケアマネジャー、リハ専門職、福祉用具貸与事業者、

施設の管理担当者 など 

  ②実証データの記録・収集の体制 

   対象施設の福祉用具管理者、施設のケアマネジャー、リハ専門職、介護スタッフ、施設の

管理スタッフ、経理スタッフ 

 
 
５）実証データの分析 
【導入の仕組み・プロセスに関する分析】 

・利用ケースのアセスメント 

・福祉用具適合判断と用具選定プロセス（福祉用具事業者との連携を含め） 

・柔軟な用具選定と導入の仕組み（福祉用具事業者との連携を含め） 

・福祉用具の利用指導、運用管理の体制（福祉用具事業者との連携を含め） 

・退院、退所時の環境整備の引継体制 

【福祉用具導入の効果に関する分析】 

・利用経過に伴う身体状況変化の評価（リハ専門職） 

・利用経過に伴う生活状況変化の評価（ケアマネジャー、看護職など） 

 

【施設の運営、経営への影響に関する分析】 

・福祉用具導入に伴う費用負担の洗い出し 

・削減された費用、業務負担、施設利用効率（スペース確保）などの洗い出し 

・増加した負担と削減された負担の評価 
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６）高齢者施設等における福祉用具管理・運用のあり方検討 

実証データの分析結果を総合し、施設等における自立支援に向けた福祉用具活用の具体的な

進め方と、福祉用具の運用管理の仕組みを検討し、一般化できる仕組みのモデル案を整理した。 
【主な検討項目】 

・高齢者施設における円滑な福祉用具導入の仕組み、体制 

・高齢者施設における効果的な福祉用具管理、運用の仕組み、体制 

・高齢者施設における効率的な福祉用具管理の仕組み、体制 

 
 

７）報告書、啓発資料の作成、配布 

調査結果と検討した留意点を整理し、報告書および啓発資料を作成する。作成した報告書、

啓発資料は全国の関係者、関係機関に配布を行う。 
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調査の全体フローチャートは以下のとおりである。 
図表 1 調査の全体フローチャート 
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調査の全体フローチャートは以下のとおりである。 
図表 1 調査の全体フローチャート 
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（３）調査の実施体制 

 本調査の実施に際して、下記の検討委員会を設置した。 
（順不同・敬称略） 

 お 名 前 所       属 

委員長 渡 邉  愼 一 
横浜市総合リハビリテーションセンター 

医療部 理学・作業療法課 課長 

委 員 加島   守 高齢者生活福祉研究所 理学療法士 

委 員 助川 未枝保 
㈱千葉福祉総合研究所  

代表取締役・所長 

委 員 武 藤  岳 人 
公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 福祉人材対策委員会 幹事

特別養護老人ホーム笛吹荘 施設長代理  

委 員 土 井  勝 幸 
公益社団法人 全国老人保健施設協会  

介護老人保健施設 せんだんの丘 施設長 

委 員 加瀬  浩史 パラメディカル㈱ 営業部次長 

 
（事務局） 

社団法人日本福祉用具供給協会 運営委員 石橋  進一 
(㈱日本ｹｱｻﾌﾟﾗｲ) 

社団法人日本福祉用具供給協会 運営委員 岩淵 輝夫  
(㈱日本ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ) 

社団法人日本福祉用具供給協会 運営委員 久保田  輝 
（㈱ﾔﾏｼﾀｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ） 

社団法人日本福祉用具供給協会 運営委員 堀尾  隆 
(ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ㈱) 

社団法人日本福祉用具供給協会 事務局長 長 井 充 良 
社団法人日本福祉用具供給協会 事務局次長 中 村  一 男 

社団法人日本福祉用具供給協会 事務局主任 淡路 陽子  

株式会社三菱総合研究所 人間・生活研究本部 主任研究員 橋本 政彦  
株式会社三菱総合研究所 人間・生活研究本部 主任研究員 江崎 郁子  
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２． モデル事業概要 
 
２-１．モデル事業の対象施設および対象とする福祉用具 

  
モデル事業の対象は以下のとおりとした。 

・ 対象施設：介護老人保健施設、介護老人福祉施設 各５施設 

・ 各施設での福祉用具導入対象ケース数 各５ケース程度 

・ 導入対象福祉用具   

車いす、歩行補助用具、じょくそう予防用具 

・ モデル事業実施期間 ３～４ヶ月程度 

 
図表 2 モデル事業対象施設および導入した福祉用具数  

実施地域 施設名 車いす 
歩行補

助具 
床ずれ予

防用具 
計 

福島県 

社会福祉法人 慈仁会 
特別養護老人ホーム 星風苑 ５ ５ ５ 15 

財団法人仁泉会医学研究所  
介護老人保健施設プライムケア桃花林 ５ ４ ５ 14 

静岡県 

社会福祉法人三愛会 
特別養護老人ホーム愛華の郷 10 0 6 16 

医療法人社団聖稜会 
老人保健施設グリーンヒルズ藤枝 6 4 5 15 

神奈川県 

町田市福祉サービス協会 
特別養護老人ホーム コモンズ 7 2 2 11 

宗教法人寒川神社 
介護老人施設 神恵苑 2 1 1 4 

大阪府 

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 
特別養護老人ホーム 高槻荘 5 4 5 14 

社会福祉法人箕面市社会福祉協議会 
箕面市立介護老人保健施設 8 4 3 15 

鹿児島県 

社会福祉法人鶴陽会 
特別養護老人ホーム あけぼの 6 2 5 13 

公益財団法人慈愛会 
介護老人保健施設 愛と結の街  7 4 4 15 

  61 30 41 132 

２．モデル事業概要 

 
２‐１．モデル事業の対象施設および対象とする福祉用具 

 
モデル事業の対象は以下のとおりとした。  

・ 対象施設：介護老人保健施設、介護老人福祉施設 各５施設

・ 各施設での福祉用具導入対象ケース数 各５ケース程度

・ 導入対象福祉用具

車いす、歩行補助用具、じょくそう予防用具

・ モデル事業実施期間 ３～４ヶ月程度

 
図表 モデル事業対象施設および導入した福祉用具数

 

実施地域 施設 車いす 歩行補助

具 
床ずれ予

防用具 計 

福島県 
特養Ａ－１ ５ ５ ５ 15 

老健Ｂ－１ ５ ４ ５ 14 

静岡県 
特養Ａ－２ 10 0 6 16 

老健Ｂ－２ 6 4 5 15 

神奈川県 
特養Ａ－３ 7 2 2 11 

老健Ｂ－３ 2 1 1 4 

大阪府 
特養Ａ－４ 5 4 5 14 

老健Ｂ－４ 8 4 3 15 

鹿児島県 
特養Ａ－５ 6 2 5 13 

老健Ｂ－５  7 4 4 15 

  61 30 41 132 
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２-２．モデル事業の流れ 

 モデル事業は、福祉用具貸与事業所と高齢者施設の協力関係のもとで、以下のような流れで実

施した。 

 

図表 3 モデル事業の実施体制と概要 

 

 

 

福祉用具貸与事業所高齢者施設 

体制の整備 

対象利用者の選定 

協力関係の構築 

用具の選定 

用具の導入 

用具の利用・管理 

作業部会 

福祉用具の貸与 

モニタリング 

８月下旬 

～９月上旬 

２５年１月 

９月上旬 

１０月 

～１２月 

詳細検討 

事前説明 

分析

用具の選定 

実証データの提供

アセスメント 

カンファレンス

搬入・設置 

利用指導 

初 グ

モニタリング（月1回）

再アセスメント 
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２-３．実施体制 
モデル事業は、高齢者施設と福祉用具貸与事業所の協力のもとで、以下のような関係において

実施した。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
各施設における実施体制は、利用者の目標や状態像に適した用具の選定や利用の継続を可能と

するため、福祉用具利用に関わる多様な職種により構成した。以下に、本事業で想定した体制（例）

に含まれる職種とそれぞれの役割を示す。 
 

職種 役割 

福祉用具管理担当者 
 モデル事業全体の統括 

 福祉用具貸与事業所等との連絡窓口 

リハ専門職 

 専門的見地からのアセスメント 

 用具選定 

 モニタリング、用具の利用状況の確認 

 リハビリテーションの観点から日常の介護における用具の

取り扱いや利用者との関わりに関する指導、研修 

介護支援専門員 
 モデル事業対象利用者のアセスメント、他職種との連携に

よるケアプラン策定 

看護職員 
 モデル事業対象となる利用者の状態観察、福祉用具利用

状況確認、リハ専門職等への情報提供 

介護職員 

 モデル事業対象となる利用者の担当介護職員として、利用

者の状態観察、福祉用具利用状況確認、専門職への情報

提供 

福祉用具貸与事業所 

（福祉用具専門相談員）

 用具の選定への協力（情報提供、デモなど） 

 用具のレンタル 

 モニタリング、メンテナンス 

 

高齢者施設 
利用者 

日本福祉用具 
供給協会 

① 選定・協力依頼 

④高齢者施設紹介 

②協力依頼 

③協力意向 

⑤協力依頼・同意書確認 

情報共有 

⑥選定・協力依頼 福祉用具 

貸与事業者 ⑦協力意向 

同意書で確認 

⑧福祉用具貸与（モニタリングも含む） 

関係主体の関係 
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２-４．モデル事業の実施手順 

モデル事業は、施設ごとに以下の手順で実施した。用具の決定から利用終了まで最長で 4 ヶ月

程度を想定し、利用前、モニタリング２時点、終了時の４時点で、利用者の状況等に関するデー

タを収集した。各ステップの内容を次頁以降に示す。 
 

図表 4 モデル事業の実施手順 

 

 

体制の整備

利用者の選定

用具の決定

用具利用開始

初期モニタリング

モニタリング１

モニタリング２

モデル事業終了

約１ヶ月

約４ヶ月

約１ヶ月

※2A生活行動記録作成→2B利用者シート記入
（1.対象利用者一覧表に☑）

※2A生活行動記録作成→2B利用者シート記入
※3.職員シート記入
※4.施設シート記入
（1.対象利用者一覧表に☑）

※1.対象利用者一覧表作成

アセスメント
カンファレンス等

スケジュール調整等

搬入・適合・利用指導

利用前

モニタリング１

モニタリング２

終了時

※2A生活行動記録作成→2B利用者シート記入
（1.対象利用者一覧表に☑）

※2A生活行動記録作成→2B利用者シート記入
（1.対象利用者一覧表に☑）
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（１）体制の整備 

はじめに、モデル事業を遂行する体制を整備した。実施体制は、利用者の目標や状態像に適

した用具の選定や利用の継続を可能とするため、福祉用具利用に関わる多様な職種により構成

した。 
 
（２）利用者の選定 

各施設において、モデル事業の対象となる利用者を選定した。 

 
 
１）目標とする利用者数 

以下の福祉用具を現在施設で利用している（または利用することが望ましいと判断される）

利用者、各５名程度とした。 
 

ア．車いす 

イ．歩行補助具 

ウ．床ずれ予防用具等 
 

２）選定の方法 

より高機能の福祉用具、あるいは利用者の状態により適合した用具の利用が望ましいと判断

される利用者や、福祉用具の利用により状態の変化、生活行動の改善などの効果が期待される

利用者を選定した。 
 

図表 5 モデル事業における対象利用者の選定のポイント 

福祉用具種類 選定のポイント、条件など 

車いす 

 車いすを利用することにより、離床時間が長くなったり、自発的

な活動が増えることが見込まれる方 

 調整機能のある車いすを利用した方が望ましい方  

 機種（自走式・介助式など）を変更した方が望ましい方 など 

歩行補助具 
 比較的自立度の高い方 

 夜間は車いすでも、日中は歩行補助具の利用が可能な方 など

床ずれ予防用具 

 比較的重度の方 

 床ずれが発生しやすい方 

 床ずれの発生が予想される方 など 
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（３）用具の選定 

福祉用具専門相談員と連携し、選定されたモデル事業対象利用者に対して、適切な福祉用具

を選定した。 

各用具の５名の利用者のうち、１名については、カンファレンスを開催し、残りの４名につ

いては、支援相談員等と貸与事業所の福祉用具専門相談員の協議により選定することとした。 

 
１）アセスメント 

モデル事業対象利用者について、福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員が福祉用具サー

ビス計画を作成するために必要なアセスメント情報等を提供した。 

 
２）カンファレンス 

各用具の５名の利用者のうち、１名については、カンファレンスを開催し、各職種からの専

門的知見を反映し、十分な議論を行った。 

 
３）用具の選定 

カンファレンスや福祉用具専門相談員との協議の結果に基づいて、利用する福祉用具を選定

した。 

 
 
（４）用具の導入 

福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具を導入した。 
 
１）搬入・設置 

福祉用具専門相談員とスケジュールを調整して、選定した用具を搬入、設置した。 

 
２）利用指導 

福祉用具専門相談員から利用者、担当の介護職員への利用指導を行った。福祉用具担当職員

やリハ専門職も立ち会うこととした。 

 
３）初期モニタリング 

導入後、１週間から１０日以内に、福祉用具専門相談員が初期モニタリングを行い、適合状

況を確認。状況に応じて福祉用具を交換した。 
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（５）用具の利用(モニタリング、メンテナンス、交換など) 

12 月までの約 3 ヶ月間、施設内で福祉用具を利用・管理を行った。 

 
１）日常のケアにおけるモニタリング 

日常的に利用者と関わり、ケアを行う中で、可能な範囲で福祉用具の利用状況や、利用者の

身体状況、生活行動の変化などを観察し、介護記録やリハ記録などに記載した。また、リハ専

門職や福祉用具専門相談員などと随時情報共有した。気づいた点などがあったら連絡すること

とした。 
 
 
２）定期的なモニタリング 

福祉用具専門相談員が定期的にモニタリングを実施した。モニタリング時には、日常の状況

について情報提供した。 
施設内で、介護支援専門員やリハ専門職によるモニタリングが実施される場合には、福祉用

具の利用状況についても留意した。 
 
 
３）再アセスメント 

利用者の身体状況や生活行動の変化などにより、福祉用具の適合状態が変化した場合には、

再アセスメントを行う。 
福祉用具専門相談員と連携し、専門職から意見を聞き取るなど必要な情報を収集して福祉用

具について検討し、適切な用具を選定した。 
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（６）シートへの記入、事後評価など 

モデル事業の実施状況や、対象利用者の状況、施設の状況や介護業務の状況等について、以

下に示すように福祉用具専門相談員への情報提供、シートに記入することとした。 
 

図表 6 評価シートの種類と記入のタイミング 

 

種類 記入者 内容 

記入のタイミング 

利用前 
モニタリ

ング１ 

モニタリ

ング２ 
終了時 

１．対象利用者一覧表 
福祉用具管理

担当者 

用具種類別に対象

利用者のＩＤ，調査

の実施状況を管理

するもの 

○ ✔のみ ✔のみ ✔のみ

２
利
用
者
シ
ー
ト 

A 生活行動 

記録 

各対象利用者

の ケ ア 担 当 者

等 

Ｂ作成に先立ち、

利用者の生活行動

を記録するもの 

○ ○ ○ ○ 

B 利用者個別 

シート 

福祉用具管理

担当者 

利用者の状態、用

具の利用状況等に

ついて記録するも

の 

△ △ △ △ 

３．職員シート 

福祉用具管理

担当者ほか 

モ デ ル 事 業 に

関 わ っ た 職 員

の方 

モデル事業終了時

に、関与した職員

の意見を収集する

もの 

   ○ 

４．施設シート 施設管理者 

施設における福祉

用具の保有、管理

の状況およびモデ

ル事業の結果につ

いての意見を収集

するもの 

   ○ 

福祉用具サービス 

計画 

福祉用具専門

相談員 

上記２Ｂ作成のた

めの参考情報とす

る 

△ △ △ △ 

モニタリングシート 
福祉用具専門

相談員 

上記２Ｂ作成のた

めの参考情報とす

る 

△ △ △ △ 

 
○ ：施設担当者によるシート記入 
△ ：施設担当者から福祉用具専門相談員への情報提供 
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３． モデル事業の実施結果 
 

３-１．モデル事業対象施設および利用者の基本属性 

モデル事業において収集した「利用者個別票」「職員シート」「施設票」の記載内容および集計

結果に基づき、モデル事業対象の施設および利用者の基本属性を以下に示す。 
 

（１）施設の基本属性 

モデル事業対象施設 10 施設の基本属性はそれぞれ以下のとおりであった。 

 
図表 7 モデル事業対象施設の基本属性 

施設名 開設年 施設形態 利用者数 平均要介護度

介護老人福祉施設 

福島県 A1 施設 H16 年 ユニット型個室中心の施設 85 人 3.8 

静岡県 A2 施設 H15 年 混合型の施設 68 人 4.2 

東京都 A3 施設 H17 年 多床室中心の混合型施設 80 人 3.9 

大阪府 A4 施設 S57 年 多床室中心の混合型施設 100 人 4.1 

鹿児島県 A5 施設 H14 年 従来型個室中心の施設 57 人 4.3 

介護老人保健施設 

福島県 B1 施設 H4 年 多床室中心の混合型施設 126 人 3.5 

静岡県 B2 施設 H12 年 多床室中心の混合型施設 93 人 3.1 

東京都 B3 施設 H2 年 多床室中心の混合型施設 89 人 3.2 

大阪府 B4 施設 H8 年 多床室中心の混合型施設 80 人 3.0 

鹿児島県 B5 施設 H8 年 混合型施設 88 人 3.3 
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１）回答者属性 

回答者は、介護老人保健施設２施設では、事業所の管理者であり、他の施設では管理者以外

であった。 
職種は介護老人福祉施設では生活相談員、介護職員が 2 施設、介護支援専門員がⅠ施設で

あり、会合老人保健施設では、介護支援専門員が 2 施設、看護職員が 3 施設であった。 

 
 

図表 8 回答者の役職 

 
 

図表 9 回答者の職種 

 

 

合計 事業所の管理者 管理者以外 無回答

5 0 5 0

100.0 0.0 100.0 0.0

5 2 3 0
100.0 40.0 60.0 0.0

役職

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

職種

合計 生活相談員・
支援相談員

介護支援専
門員

介護職員 看護職員 機能訓練指
導員

その他 無回答

5 2 1 2 0 0 1 0

100.0 40.0 20.0 40.0 0.0 0.0 20.0 0.0

5 0 2 0 3 0 1 0
100.0 0.0 40.0 0.0 60.0 0.0 20.0 0.0

介護老人福祉施設

介護老人保健施設
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２）福祉用具の保有状況  

施設における利用者 100 人あたりの福祉用具の保有台数、実際の利用・稼働台数、入所者

の持ち込み台数は以下のとおりであった。 
 
 

図表 10 施設における福祉用具の保有台数（入所者 100 人あたり） 

 

介護老人福祉施設 介護老人保健施設

平均
標準偏
差(n-1) 最大値 最小値 平均

標準偏
差(n-1) 最大値 最小値

（１）車いす_施設保有台数 112.2 23.4 147.1 87.7 88.9 19.9 102.3 53.8

実際の利用、稼働台数 94.5 10.1 102.9 77.5 63.4 35.5 96.8 11.2

入所者持込台数 13.5 12.1 29.8 0.0 6.2 9.5 22.7 0.0

（２）特殊寝台 84.1 51.4 132.4 0.0 94.8 54.0 125.0 0.0

実際の利用、稼働台数 83.3 51.6 132.4 0.0 88.5 50.5 122.2 0.0

入所者持込台数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（３）床ずれ防止用具 23.0 41.3 96.3 0.0 9.4 10.2 26.3 1.6

実際の利用、稼働台数 22.6 41.5 96.3 0.0 8.3 7.5 20.0 1.6

入所者持込台数 13.4 28.9 65.0 0.0 0.7 1.0 2.3 0.0

（４）体位変換器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

実際の利用、稼働台数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入所者持込台数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（５）手すり　（据え置き型のみ） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

実際の利用、稼働台数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入所者持込台数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（６）スロープ　（据え置き型のみ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

実際の利用、稼働台数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

入所者持込台数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（７）歩行器 12.1 11.0 29.4 0.0 8.2 3.3 12.7 5.6

実際の利用、稼働台数 9.7 11.6 29.4 0.0 5.2 3.4 10.3 1.3

入所者持込台数 1.4 2.0 4.4 0.0 0.7 1.0 2.3 0.0

（８）歩行補助つえ 11.8 17.8 40.0 0.0 7.8 9.0 21.5 0.0

実際の利用、稼働台数 4.0 7.0 16.3 0.0 4.1 4.6 10.8 0.0

入所者持込台数 4.7 7.2 16.3 0.0 5.5 7.7 16.1 0.0

（９）認知症老人徘徊感知機器 1.2 1.7 3.8 0.0 6.0 9.9 22.7 0.0

実際の利用、稼働台数 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 9.9 22.7 0.0

入所者持込台数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（１０）移動用リフト 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 3.7 7.5 0.0

実際の利用、稼働台数 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 3.5 7.5 0.0

入所者持込台数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（１１）入浴用リフト 2.5 3.9 8.8 0.0 1.4 1.9 3.8 0.0

実際の利用、稼働台数 2.5 3.9 8.8 0.0 1.4 1.9 3.8 0.0

入所者持込台数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（１２）ポータブルトイレ 16.5 12.1 36.8 7.0 17.5 12.8 31.3 3.4

実際の利用、稼働台数 10.4 7.4 22.1 3.5 12.6 11.7 31.0 1.1
入所者持込台数 1.9 3.2 7.4 0.0 0.7 1.5 3.4 0.0
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（２）利用者の基本属性 

モデル事業の対象とした利用者数は全施設合計で 126 名であり、「利用前」「モニタリング

１」「モニタリング２」「終了時」の４時点のデータを収集した 108 名について集計を行った。 

（18 名は、モデル事業実施期間中の退所、入院、死亡等により４時点でのデータ収集ができなかった） 

 
 
１）対象者の基本属性 

モデル事業の対象とした利用者数は全施設合計で 126 名であり、「利用前」「モニタリング

１」「モニタリング２」「終了時」の４時点のデータを収集した 108 名の属性は以下のとおりで

あった。 

 
①施設種類および福祉用具種類別の対象利用者数 

・ 介護老人福祉施設の利用者が 59 名、介護老人保健施設の利用者が 49 名であった。 
・ 車いす利用者は 53 名、歩行補助具の利用者は 28 名、床ずれ予防用具の利用者は 27 名で

あった。 
 

 
図表 11 施設種類別の対象者数 

 
 

図表 12 用具種類別の対象者数 

 

 
 

 施設種類別

合計 介護老人福祉施設 介護老人保健施設

108 59 49
100.0 54.6 45.4

種目別

合計 車いす 歩行補助具 床ずれ予防用具

108 53 28 27
100.0 49.1 25.9 25.0
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②対象利用者の状態像（利用開始時点） 

・ モデル事業の対象利用者は女性が多く、75.0％を占めた。 
・ 身長は、140cm 以下が 23.1％、146～150cm が 21.3％と多く、平均は 148.４cm であっ

た。体重は、41～45kg が 24.1％、36～40kg が 22.2％と多く、平均は 43.5kg であった。

BMI は 21～22 が 19.4％と最も多く、平均は 18.9 であった。これらの数値は、モデル事

業期間中ほとんど変化しなかった。 
 

図表 13 対象利用者の性別 

 

 
図表 14 対象利用者の身長 

 
 

図表 15 対象利用者の体重 

 
 

図表 16 対象利用者のＢＭＩ 

 

 
 
 
 
 
 

性別

合計 男性 女性

108 27 81
100.0 25.0 75.0

合計 ～140㎝ 141～
145㎝

146～
150㎝

151～
155㎝

156～
160㎝

160～
165㎝

166～
170㎝

171㎝～ 無回答 平均 標準偏差

108 25 19 23 17 10 10 3 1 0 148.41 10.090
100.0 23.1 17.6 21.3 15.7 9.3 9.3 2.8 0.9 0.0

身長（ｃｍ）

合計 ～30㎏ 31～35
㎏

36～40
㎏

41～45
㎏

46～50
㎏

51～55
㎏

56～60
㎏

61㎏～ 無回答 平均 標準偏差

108 5 15 24 26 18 13 3 4 0 43.48 8.434
100.0 4.6 13.9 22.2 24.1 16.7 12.0 2.8 3.7 0.0

体重（kg）

合計 ～14 15～16 17～18 19～20 21～22 23～24 25～26 27～ 無回答 平均 標準偏差

108 8 12 16 11 21 12 1 3 24 19.85 3.706
100.0 7.4 11.1 14.8 10.2 19.4 11.1 0.9 2.8 22.2

BMI
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・ 対象利用者のモデル事業開始時点での ADL は、寝返り、起き上がり、立ち上がりについ

ては、「できない」「何かにつかまればできる」が、それぞれ 4 割以上で同程度であり、「つ

かまらないでできる」は、寝返りは 11.1％、起き上がりと立ち上がりは 7.4％であった。 
・ 座位は「支えてもらえればできる」が 38.9％と最も多かった。 
・ 排泄、入浴はいずれも「全介助」が最も多く半数以上を占め次いで「一部介助」であった。 
・ 障害高齢者の日常生活自立度は B が 50．0％を占め、認知症高齢者の日常生活自立度は、

Ⅲが 37.0％でもっとも多かった。 
・ これらの状態は、モデル事業実施後もほとんど変化が見られなかった。 

 
図表 17 対象利用者のＡＤＬ 

 

 

 

 

 

 
図表 18 対象利用者の日常生活自立度 

 

 

合計 つかまらないでできる 何かにつかまればできる できない 無回答

108 12 48 48 0
100.0 11.1 44.4 44.4 0.0

寝返り

合計 つかまらないでできる 何かにつかまればできる できない 無回答

108 8 46 53 1
100.0 7.4 42.6 49.1 0.9

起き上がり

合計 つかまらないでできる 何かにつかまればできる できない 無回答

108 8 50 50 0
100.0 7.4 46.3 46.3 0.0

立ち上がり

合計 できる 自分の手で支えればできる 支えてもらえればできる できない 無回答

108 27 21 42 16 2
100.0 25.0 19.4 38.9 14.8 1.9

座位

合計 自立(介助なし) 見守り等 一部介助 全介助 無回答

108 10 8 35 54 1
100.0 9.3 7.4 32.4 50.0 0.9

排泄

合計 自立(介助なし) 見守り等 一部介助 全介助 無回答

108 0 1 40 67 0
100.0 0.0 0.9 37.0 62.0 0.0

入浴

合計 J A B C 無回答

108 0 17 54 29 8
100.0 0.0 15.7 50.0 26.9 7.4

障害日常生活自立度

合計 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ M 無回答

108 9 22 40 21 6 10
100.0 8.3 20.4 37.0 19.4 5.6 9.3

認知症高齢者の日常生活自立度
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３-２． モデル事業において導入された福祉用具について 

 モデル事業においてレンタルされた福祉用具の種類について以下に示す。福祉用具専門相談員

が関与することにより、対象となる個々の利用者の状態に適した福祉用具が選定され、多様かつ

利用者の状態に適した様々な機能を有する福祉用具が導入されていたことが確認された。 
 
（１）車いすおよび付属品 

モデル事業において、車いすを使用した利用者 61 名に対して、下記 4 カテゴリー25 種類

の車いすがレンタルで提供された。ほぼ全ての車いすがスイングアウト、アームサポートの脱

着が可能な機種であった。 
図表 19 モデル事業において導入された車いすの種類 

カテゴリー 品名 
自走 エムエムフィット 

KA820-40B-LO 
EX-M 低床フレーム 
MW-34F 
プチカル/N-530 
MOCCSW-43LSP 
ライラックスタンダード 
座王 NA-501A 
レボ 
レボ２ 
ＭＷＳＬ-5ＢＴ/自動ブレーキ付 

6 輪 ６輪車 R 
KAK20-40B-LO ６輪車 
キックル 

介助 MY-20-40 
KA816-40-ELT-M 
MYU4-16 

リクライニング ネッティα 
オアシスポジティブ（介助式） 
オアシスポジティブ（自走式） 
グランドフリッチャー 
コンフォート 
ぴったりフィットレギュラー 
ネッティ 4Ｕ 
TRC-2 
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 また、下記のⅢカテゴリー8 種類の車いす付属品（クッション等）もあわせて提供されて

いた。 

 
図表 20 モデル事業において導入された車いす付属品（クッション等）の種類 

カテゴリー 品名 
エア エアビーナス 

ソロストレータス 
リフレックス 
ロホクッション 

ジェル FC アジャスト（座） 
アウルクッション 
デュオジェルクッション 

セル アカデミークッション 
 
（２）歩行補助具 

モデル事業において、歩行補助具を使用した利用者 30 名に対して、下記 4 カテゴリー13
種類の歩行補助具がレンタルで提供された。 

 
図表 21 モデル事業において導入された歩行補助具の種類 

カテゴリー 品名 
U 字歩行車 トレウォークスリム 

アルコー13 型 B 
アルコーＳＫ 
ポップステップ/SM-40 

歩行車（ロレータータ

イプ） 
ＪＡＺＺ 
オパル（小） 
セーフティーアーム/ロレータ 
ラビット 
ハンディウォーク 

歩行器（ウォーカータ

イプ） 
セーフティーアームウォーカー 
Mg ｳｫｰｶｰ 

シルバーカー シンフォニーSP 
テイコブリトル 
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（３）床ずれ予防用具 

モデル事業において、床ずれ予防用具を使用した利用者 41 名に対して、下記 2 カテゴリー

13 種類の車いすがレンタルで提供された。 
 

図表 22 モデル事業において導入された床ずれ予防用具の種類 

カテゴリー 品名 
エアマットタイプ ネクサス 

ビックセル EX  
ビックセルインフィニティ  
グランデ 
ステージア 

マットレスタイプ メディマット 
パラフロートマットレス 
アルファブラ ソラ 
アルファブラすくっと 
フローラ 
ルフラン 
マキシフロート 
ローテックサム 
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３-３．モデル事業における利用者の変化について 

 
（１）利用者の変化として着目する点 

モデル事業では、個々の利用者について、「利用者個別シート」により、利用開始前、モニ

タリング１（1 回目）、モニタリング２（2 回目）、終了時点の計４時点で、利用者の状況を把

握している。４時点における利用者の状態の変化について分析するにあたり、福祉用具のレン

タルの効果を把握するための視点として、以下の項目に着目した。なお、利用者の身体機能の

変化を捉えることに関しては、機能的自立度評価表（Functional  Independence  Ｍeasure:

以下 FIM と略す）を用いた。FIM はリハビリの分野などで幅広く活用されており、ＡＤＬ評価

法の中でも、信頼性と妥当性が高い指標と評価されている。 

 
図表 23 利用者の変化として注目する点 

区分 具体的な項目 効果の例 
機能的自立度評価

表（FIM） 
ベッド・いす・車いすの移乗 
トイレへの移乗・ 
移動動作（歩行・車いす） 
階段の昇降 

上記に関する評点および特記事項 

各項目についての評点

が向上した場合 
特記事項から状態の改

善が読み取れる場合 
など 

生活行動の変化 離床時間： （    ）時間／日 
室外で過ごす時間：（    ）時間／日 
最近３日間のアクティビティ参加回数（  ）回

最近１週間の施設外への外出回数（    ）回

職員や他の利用者との交流（最近３日間のアクテ

ィビティ以外の交流回数） （    ）回 
食事の状況（最近３日間の平均の昼食所要時間）

（    ）分 
上記における数値の変化および特記事項 

各項目が改善した場合

（例：離床時間、自室

外で過ごす時間が長く

なった場合、アクティ

ビティ参加回数や外出

回数が増加した場合な

ど） 
特記事項から状態の改

善が読み取れる場合 
など 

総合評価 利用者の ADL、生活行動の変化などの観点から 
レンタルによる福祉用具の利用について 
  上記の観点からの自由記述内容 

福祉用具の利用によ

り、利用者の身体状況

や生活行動、意欲など

が改善したことが記載

されている場合など 
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（２）変化の概要 

４時点でのデータを取得している 108 ケースのうち、（１）に示した利用者の変化の項目に

該当するケース数を、利用する福祉用具の種類別に整理して以下に示す。 
 

図表 24 利用者の変化が見られた件数 

区分 効果があった件数 
機能的自立度

評価表（FIM） 
車いす 
9 件 
 

ベッド・いす・車いすの移乗の改善  6 件 
トイレへの移乗の改善    6 件 
移動動作（歩行・車いす）の改善  5 件 

歩行補助具 
9 件 
 

ベッド・いす・車いすの移乗の改善  ４件 
トイレへの移乗の改善    3 件 
移動動作（歩行・車いす）の改善  2 件 
階段の昇降の改善    3 件 

床ずれ予防用具 
5 件 
 

ベッド・いす・車いすの移乗の改善  5 件 
トイレへの移乗の改善    5 件 
移動動作（歩行・車いす）の改善  1 件 
階段の昇降の改善    2 件 

生活行動の変

化 
車いす 
13 件 

離床時間の改善    3 件 
室外で過ごす時間の改善   4 件 
アクティビティ参加回数の増加   1 件 
職員や他の利用者との交流の増加  5 件 
食事の状況の改善    2 件 

歩行補助具 
4 件 

離床時間の改善    2 件 
室外で過ごす時間の改善   1 件 
職員や他の利用者との交流の増加  2 件 

床ずれ予防用具 
2 件 

離床時間の改善    1 件 
食事の状況の改善    1 件 

総合評価 車いす 
38 件 

利用者の ADL、生活行動の変化など 35 件 
レンタルによる福祉用具の利用について   17 件 

歩行補助具 
20 件 

利用者の ADL、生活行動の変化など 17 件 
レンタルによる福祉用具の利用について  7 件 

床ずれ予防用具 
19 件 

利用者の ADL、生活行動の変化など 15 件 
レンタルによる福祉用具の利用について   7 件 

なお、上記は重複した項目で変化が見られている場合を含んでいる。1 つ以上の効果があっ

たケースは 85 件（ケース全体の 79%。以下同じ）、2 つ以上の区分で効果があったケースは

31 件（29%）、3 つの区分で効果があったケースは 3 件（3%）であった。３ヶ月程度の短期間

であったが、多くのケースで変化が観測された。 
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以下に、導入した福祉用具別に主な変化の例を示す。 
 
【車いす】 

１．利用効果（利用期間前後の変化）（用具別） 

視点 内容 事例ＩＤ

機能的自立度評価(FIM)の変化 

FIM 移動動作歩行・車いす 

 

FIM ベッド・いす・車いす移乗 

FIM トイレへの移乗 

FIM 移動動作 歩行・車いす 

 

FIM ベッド・いす・車いす移乗 

FIM トイレへの移乗 

 

FIM ベッド・車いす移乗 

FIM トイレ移乗 

 

FIM 移動動作 車いす利用 

 

FIM 移動動作 車いす利用 

 

FIM ベッド・車いす移乗 

 

FIM トイレ移乗 

FIM ベッド・車いす移乗 

 

FIM トイレ移乗 

FIM ベッド・車いす移乗 

FIM トイレ移乗 

 

・５０㍍可能・介助量 25%以上 → ５０㍍可能・見守り必要 

 

・万一に備え手添え必要 → 見守りで移乗可能 

・軽く引き上げる → 見守りで移乗可能 

・５０㍍可能・見守り必要 → ５０㍍可能・介助なし・要補助具 

 

・しっかり引き上げる → 万一に備え手添え必要 

・しっかり引き上げる → 万一に備え手添え必要 

 

・万一に備え手添え必要 → 見守りで移乗可能へ向上 

・万一に備え手添え必要 → 見守りで移乗可能へ向上 

 

・５０㍍可能 介助量 25%以下 → 介助なしへ向上 

 

・５０㍍可能 介助なし要補助具 → 自立へ向上 

 

・自走不可⇒生活圏内、スタッフの声かけで自走可。 

 

・手添え必要 → 手すりなど補助用具必要へ向上 

・手添え必要 → 手すりなど補助用具必要へ向上 

 

・軽く引き上げる → 万一に備え手添え必要 へ向上 

・軽く引き上げる → 万一に備え手添え必要 へ向上 

・万一に備え手添え必要 → 見守りで移乗可能へ向上 

・万一に備え手添え必要 → 見守りで移乗可能へ向上 

 

A1-ｱｰ 2

 

A4-ｱ-5 

 

 

 

A4-ｱ-7 

 

 

A5-ｱ-3 

 

 

A5-ｱ-5 

 

A5-ｱ-6 

 

A3-ｱ-3 

 

B5-ｱ-3 

 

 

B5-ｱ-4 

生活行動の変化 ・自走距離が伸び、ユニット外への散歩も積極的に行われた。 

 

・居室外の生活時間 7 時間 ⇒ 10 時間 

 

・食事時間 90 分 ⇒ 60 分 

A1-ｱｰ 2

 

A3-ｱ-3 

 

A3-ｱ-1 
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１．利用効果（利用期間前後の変化）（用具別） 

視点 内容 事例ＩＤ

車イス変更してから食べ易い角度で食べられるようになった。 

 

・離床時間（時間／日） 5 時間 ⇒ 11 時間 

・最近３日間のアクティビティ以外の交流回数（回）１回⇒3 回 

 

・離床時間（時間／日） 10 時間 ⇒ 11.5 時間 

・居室外の生活時間（時間／日）10 時間 ⇒ 11.5 時間 

 

・最近３日間の平均の昼食所要時間（分）45 分 ⇒ 30 分 

 

 

 

B3-ｱ-1 

 

 

B3-ｲ-1 

 

 

B5-ｱ-2 

総合評価 ・車いす変更前は左への傾きがあったが、車いす、クッション

の変更後姿勢の崩れはなくなってきた。日中車いす上での姿

勢の崩れは無くなり、臀部の痛みや発赤もない。時折車いす

から立ち上がる行為は継続してある 

・車いす調整後スムーズな駆動ができるようになった。活動量

も増えてきた。 

・車いす変更後、移乗動作の介護負担軽減が図れ、ご本人の

活動量が増加した。 

・移乗動作が手すり使用にて可能となった。施設内の移動な

ど活動量も増えた。 

・車いす座位時の傾きが少しずつ改善し座位バランスの向上

に繋がった。ご家族と歩行訓練が行えるようになり更に ADL

が UP した。 

・車いす座位時前方への滑り落ちが多かったが、車いす変更

後座位姿勢が良好となり、滑落がなくなった。 

A5-ｱ-1 

 

 

 

A5-ｱ-3 

 

A5-ｱ-5 

 

A5-ｱ-6 

 

B5-ｱ-3 

 

 

B5-ｱ-4 
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【歩行補助用具】 

１．利用効果（利用期間前後の変化）（用具別） 

視点 内容 事例ＩＤ

機能的自立度評価(FIM)の変化 

 FIM 階段の昇降 

 

 FIM 階段の昇降 

 

 FIM ベッド・車いす移乗 

 FIM 階段の昇降 

 

 FIM ベッド・車いす移乗 

 FIM 階段の昇降 

 

 FIM ベッド・車いす移乗 

FIM トイレ移乗 

 FIM 移動動作歩行・車いす 

 

 FIM ベッド・車いす移乗 

 FIM 階段の昇降 

 

 FIM ベッド・車いす移乗 

 

 FIM ベッド・車いす移乗 

 FIM トイレ移乗 

 

FIM ベッド・車いす移乗 

 FIM トイレ移乗 

 

FIM ベッド・車いす移乗 

FIM トイレ移乗 

 

・12～14 段可能、介助量 25%以上 → 同、介助量 25%以下 

 

・12～14 段可能、介助量 25%以上 → 同、介助量 25%以下 

 

・手すりなど補助用具必要 → 自立(介助・補助用具なし) 

・12～14 段可能、介助量 25%以上 → 同、介助量 25%以下 

 

・手すりなど補助用具必要 → 自立(介助・補助用具なし) 

・4～6 段可能、介助量 75%以下 → 12～14 段可能、見守り必要 

 

・手すりなど補助用具必要 → 自立(介助・補助用具なし) 

・手すりなど補助用具必要 → 自立(介助・補助用具なし) 

・５０㍍可能・見守り必要 → ５０㍍可能・自立 

 

・手すりなど補助用具必要 → 自立(介助・補助用具なし) 

・12～14 段可能、介助量 25%以上 → 同、介助量 25%以下 

 

・手すりなど補助用具必要 → 自立(介助・補助用具なし) 

 

・手すりなど補助用具必要 → 自立(介助・補助用具なし) 

・手すりなど補助用具必要 → 自立(介助・補助用具なし) 

 

・しっかり引き上げる → 軽く引き上げる 

・しっかり引き上げる → 軽く引き上げる 

 

・万一に備え手添え必要 → 自立（介助なし）  

・万一に備え手添え必要 → 自立（介助なし）  

 

A4-ｲ-1 

 

A4-ｲ-3 

 

A4-ｲ-4 

 

 

A4-ｳ-3 

 

 

A4-ｳ-4 

 

 

 

A4-ｳ-5 

 

 

A5-ｲ-1 

 

B2-ｲ-1 

 

 

B2-ｲ-2 

 

 

B5-ｲ-1 

 

生活行動の変化 ・最近３日間のアクティビティ以外の交流回数の増加（0 回⇒2 回）

積極的に参加意思をあらわしている。 

A1-ｲｰ 3

総合評価 ・リハビリ時使用。立位バランス等が大きく向上している。掴まるも

のがあれば自立にて移乗等も可能。 

・歩行器使用し、歩行安定したため、施設内フリーとなる。 

B5-ｲ-1 

 

B5-ｲ-2 
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【床ずれ防止用具】 

１．利用効果（利用期間前後の変化）（用具別） 

視点 内容 事例ＩＤ 

機能的自立度評価(FIM)の変化 

 ベッド・いす・車いすの移乗 

 トイレへの移乗 

 

 

・全介助・二人介助  → しっかり引き上げる 

・全介助・二人介助  → しっかり引き上げる 

 

 

B1-ｳ-1 

 

 

生活行動の変化 ・離床時間（時間／日） ０．５時間 ⇒ １時間 

・居室外の生活時間（時間／日） ０．５時間 ⇒ １時間 

 

B5-ｳ-3 

総合評価 ・寝つきが良くなり、良眠。発赤等も見られないことから、福

祉用具を継続使用。 

・仙骨部に床ずれを繰り返していたが、改善されその後の発

生ない。 

・褥瘡の経過が良好であるため、利用中の福祉用具継続。 

・臀部の傷もなく、経過も良好であるため、使用中の福祉用

具を継続。 

A5-ｳ-1 

 

A5-ｳ-4 

 

B5-ｳ-1 

 

B5-ｳ-4 
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（３）効果の顕著な事例 

以下に福祉用具のレンタル利用の効果が顕著であったと見られる事例を用具別に示す。各事

例において、矢印で示した箇所は向上、改善が見られた部分であり、総合評価で下線を引いた

部分はよい変化が見られた部分である、 
  

１）車いすの利用事例 
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車いす利用によりＦＩＭおよび生活行動の改善が見られ、総合評価においても、意欲や活動量

の向上が報告されている事例である。 



 32
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車いす利用によりＦＩＭの改善が見られ、総合評価において、移動能力の向上による介護量の

軽減や、精神面への影響などが報告されている事例である。 
 



 34



 35

 

車いす利用によりＦＩＭの改善が見られ、総合評価においても、活動量の向上と介護負担の軽

減が報告されている事例である。 



 36



 37

 
車いす利用によりＦＩＭの改善が見られ、総合評価においても、活動量の向上や家族の喜び、

介護負担の軽減が報告されている事例である。 



 38



 39

 
車いす利用によりＦＩＭの改善が見られ、総合評価においては、座位姿勢の安定、滑落の防止、

座位時間の延長などが報告されている事例である。 
 



 40

２）歩行補助具の利用事例 
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歩行器の利用によりＦＩＭおよびと生活行動の改善が見られ、総合評価においては、歩行姿勢

の安定、自発的な移動の増加、移動能力の改善が報告されている事例である。 



 42



 43

 
歩行器の利用によりＦＩＭの改善が見られ、総合評価においては、安全な歩行や姿勢の改善、

腰痛予防への期待などが報告されている事例である。 



 44



 45

 
歩行器の利用によりＦＩＭの大幅な改善が見られ、総合評価においては、積極的、意欲的な利

用（「楽しんで使用」）、できる動作の増加などが報告されている事例である。 
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歩行器の利用によりＦＩＭおよびと生活行動の改善が見られ、総合評価においては、自発的な

歩行や活動量の増加が報告されている事例である。 
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３）床ずれ防止用具の利用事例 
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床ずれ予防用具の利用により生活行動の改善が見られ、総合評価においては、離床時間の増加

とともに笑顔が増えたことや、食事が経口摂取に変更されたことが報告されている事例である。 
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床ずれ予防用具の利用によりＦＩＭおよび生活行動の改善が見られ、総合評価においては、臀

部の傷の治癒、バランス能力がやや改善したことなどが報告されている事例である。 
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３-４．モデル事業における機種変更について 

（１）利用開始時の機種選定 

実証期間での変化が見やすい事例では、車いす、歩行補助用具、床ずれ防止用具、いずれで

も利用開始時の問題点に対応した機種選定がなされている。 
車いすの利用については、主に座位姿勢の保持、移乗動作の確保の観点から、利用者の状態

に応じて調整可能な車いすが選択されている。歩行補助用具の利用については、利用者の歩行

能力の活用を前提としつつ、転倒のリスクを回避できる安定性の高い用具が選定されている。 
初期段階でのこうしたきめ細かい対応が、生活機能動作の向上、生活行動範囲の拡大につな

がっていると考えられる。 

 
図表 25 利用開始時の機種選定理由の例  

（車いす） 

選定用具 選定理由 事例ＩＤ

車いす(TRC-2） 安全・安楽な座位姿勢確保の為、ティルト、リクライニング

機能付を選定。 

A3-ｱ-1 

車いす(エムエムフィット） 右大腿骨骨折歴あり、歩行できなくなっている。自走・足漕

ぎタイプを選定。 

A3-ｱ-3 

車いす(TRC-2） 安全・安楽な座位姿勢確保の為、ティルト、リクライニング

機能付を選定。 

A3-ｳ-2 

レボＥ22 インチ 身体が左に傾く傾向があるので、座位の安定を図るため、

車いすを調整することで、座位時の姿勢が安楽にできる機

種を選定。 

A5-ｱ-1 

ＮＡ-3ＤＸ 移乗動作が安全に行えるよう、肘跳ね上げ、ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ開

閉可能が可能で、片手、片足駆動となるため調整が行える

機種を選定。 

A5-ｱ-6 

座王 適合調整が出来、本人様にとって安楽な座位を提供できる

為選定します。 

B4-ｱ-8 

レボＥ20 インチ 座位姿勢が左に傾くため、本人の姿勢に合わせて調整が

できる機種を選定。 

B5-ｱ-3 

レボＥ22 インチ 座位姿勢が背中をそらすように座るため、本人の姿勢に合

わせ調整ができる機種を選定。 

B5-ｱ-4 
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（歩行補助用具） 

選定用具 選定理由 事例ＩＤ

歩行器/アルコー13 型 B 歩行時ふらつきがみられ、転倒のリスクが高い。急な膝折

れ等にも身体をささえるタイプを選定する。 

A1-ｲ-3 

6 輪歩行器ＳＭ-40 肘で体重を支え、下肢への負担を軽減し、横方向へのふら

つきを防止できる機種を選定。 

B5-ｲ-1 

セーフティーアームロレータ

RSA 

ふらつきがあり転倒の危険性がある。操作性、安定性を考

慮し機種を選定。 

B5-ｲ-2 

 
（床ずれ防止用具） 

選定用具 選定理由 事例ＩＤ

ネクサス 84 巾 骨突出部の圧を解放でき、長時間の背上げ姿勢に対応で

きる機種を選定。 

B5-ｳ-4 
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（２）機種変更例 

今回の実証期間は３ヶ月程度であったが、そうした短期の利用期間内でも機種変更が行われ

ている事例がある。 
車いす利用では、姿勢保持の質を高めるねらい、自力操作性を高めるねらいで変更されてい

る。歩行器の利用では、個々の利用者の利用場面での環境特性への対応を高めるねらい、ある

いは精神疾患の状態も考慮して利用者のこだわりに対応するねらいで変更されている。床ずれ

防止用具では、利用者の身体状況あるいは ADL が低下した場合はより治療効果の高い機種へ、

状態が改善した場合は動作阻害が生じない機種への変更が行われている。 
いずれも、利用状況の細かい状態観察によって発見された問題点に対応する視点から機種変

更が提案されている。なお、実証事業開始前の福祉用具は施設備品を試用しているため、一部

機種名が不明なものもあった。表中では、機種名が不明な場合は機種類型（自走式標準型車い

すなど）で表記している。 
 

図表 26 利用開始後の機種変更の例 

（車いす） 

機種変更 変更理由 事例ＩＤ

モック MOCCSW-43LSP 

↓ 

プチカル N-530 

 

座幅及び前座高の高さ調節により、自力操作性を高め、移

動能力を向上させる 

利用者にあわせた座幅及び前座高の高さにより、自力操

作性を高め、移動能力を向上させる。 

A1-ｱ-3 

ぴったりフィットレギュラー 

 

↓ 

グランドフリッチャー 

体幹が左に傾斜するため背面シートの高さがありサポート

クッションがあり、なおかつチルトリクライング機能で比重を

背面と座面に分散できる機種を選定しました。 

体幹の傾斜予防はサポートクッションに任せ、クッションが

配置しやすいように背面の高さがあり姿勢保持のため背面

と座面の角度をそれぞれ調整できる車いすに変更しまし

た。 

A2-ｱ-1 

自走式標準型車いす 

↓ 

オアシスレギュラー 

標準的車いすに三角クッションを併用して姿勢を保持 

 

円背が強いこと、姿勢や体型から長時間の姿勢と座位の

保持ができる機種を選択 

B2-ｱ-4 

カワムラサイクル自走型４０Ｂ

↓ 

SA40 ㎝低床 

左膝の伸展制限があり、直下型でないと、仙骨座りになっ

てしまう。車いす/スイングアウト/背張り調整。 

左膝の伸展制限があります。ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ機能はかえって左

足のずれが生じるため標準型に、また、ベッドから車いす

への移乗介助のし易さから低床にしました。 

B2-ｱ-5 

背延長付き車いす 

↓ 

オアシスポジティブ（介助用）

DS-12TRSP 

離床時使用。 

 

肘かけ、背はり調整ができる車いすを使用する事により傾

きを防ぎ安定した姿勢を保ちましょう。 

B4-ｱ-3 
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（歩行補助用具） 

機種変更 変更理由 事例ＩＤ

前腕支持Ｕ字歩行器 

↓ 

アルコーＳＫ 

どのような角度でも前腕が保持できる歩行器を提案いしま

す。 

歩行器利用時重心が後方に移動することがあること、両膝

に拘縮があるため前腕保持の歩行器としました。 

B2-ｲ-2 

押し車 

↓ 

テイコブリトル 

まだ、専用の歩行器が決まっていませんでした。 

 

4 輪とも 360°回転する歩行器では左右にぶれた歩行にな

ったため、後輪は直進で前輪回転角度が 0°、90°、

360°で調整できるタイプを選択しました。 

B2-ｲ-3 

セーフティアームウォーカー

/SSM タイプ 

↓ 

ハンディウォーク L 

独歩が可能であるが、転倒のリスクも考え、加重をかける

とブレーキがかかるタイプ。身長も低いことから通常よりも

低いものが必要と思われます。 

精神疾患によりこだわりがあるため、以前のタイプに近いも

のを選定。 

B3-ｱ-2 

車いす 

↓ 

セーフティーアームウォーカ

ー/ハイ M タイプ 

 

離床時使用。 

 

歩行器を両手で持ち上肢を支えることで歩行が安全に行

え、腰掛けや、立ち上がりをする際に歩行器を正面に置くこ

とで立ち座り動作も安全に行えます。 

B4-ｲ-4 

 
（床ずれ防止用具） 

機種変更 変更理由 事例ＩＤ

ネクサス CR-600 

↓ 

ビックセル EX/CR-350 

現在 ADL 落ちつつあり腰部に発赤がある。高機能タイプを

導入し治癒と移乗しやすいタイプを選定した。 

ADL の低下により腰部に発赤が直らない。高機能タイプで

治癒効果の高いタイプに変更した。 

A1-ｳ-2 

モルテン「ルフラン」 

↓ 

ステージア 83 

右大転子骨に床ずれがあるが自力で起居ができることから

動作を阻害せずに圧を分散する機種を検討します。 

自力起居ができることから動作を阻害しない範囲で除圧能

力の高い機種を考えました。 

B2-ｳ-1 

ルフラン 

↓ 

エアマスタービッグセルインフ

ィニティ 

床ずれ予防用具として利用 

 

背中や仙骨の骨突出が高く、臀部に褥瘡があるため、除圧

効果があり介助しやすい安定性のあるエアマットを選定。 

B2-ｳ-4 
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３-５．福祉用具専門相談員の関与について 

 
 福祉用具の効果的な利用に際しては、機種の選定、変更の判断を適切に行うだけでなく、状況

に応じた適切な利用方法が指導されることが前提であり、状態像や利用環境に特性がある場合は、

そうした状況を発見・理解した上で、適切なアドバイスが行われていることが重要である。特に、

施設にリハビリテーション専門職の配置が薄い場合は福祉用具専門相談員の関与が重要となる。

また、リハビリテーション専門職が配置されている場合でも、在宅介護も含めて様々な状態像、

利用環境での利用例を多く知る福祉用具専門相談員からの情報提供は、リハビリテーション専門

職の判断、アドバイスに際しても貴重な情報となりうる。 
 こうした観点から、以下では、今回の実証事業における福祉用具専門相談員の関与の状況を概

観しておく。 
 
（１）福祉用具専門相談員の判断、助言 

 利用している用具の種類にかかわらず、導入時には用具の特徴に応じた利用上の注意を中

心にアドバイスが行われている。また、モニタリング時には、状態変化に応じた調整の促し、

使用上の注意などをアドバイスしている。 
 なお、アドバイスのきめ細かさには実証対象とした施設（＝関与している福祉用具事業者）

によって表現に疎密が認められる点もあり、こうした面での質の均一化は今後の課題と考えら

れる。 
 

図表 27 利用開始後の機種変更の例 
福祉用具専門相談員の関与状況（車いす） 

視点 内容 事例ＩＤ

福祉用具専門相談員の役

割・効果的なかかわり方 

 

・状態観察に基づき姿勢保持の方法を見直し、車いすの機

種変更、クッションによる姿勢保持をアドバイス 

 

・移動介助は手の巻き込み防止のため、手の位置確認後

の移動開始をアドバイス。駆動時も手の巻き込みを防止す

るために見守りを促している。 

 

・車いすの機能を活用することで、一部介助から見守りで

可能となったが、移乗時は危険が伴うので、それに対する

注意を喚起。手すりを使用しての移乗が可能になった際に

も、同様の注意喚起を行っている。 

 

 

A2-ｱ-1 

 

 

A5-ｱ-1 

 

 

 

A5-ｱ-6 
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福祉用具専門相談員の関与状況（車いす） 

視点 内容 事例ＩＤ

 

・１人で利用される場合も生じていることから、定期的な調

整部の緩みの確認、特にブレーキに弛みがないかなどの

確認を促している。 

 

・安定した姿勢保持などの目標に対してきめ細かく状態変

化を観察し、目標接近に即したアドバイス実施。 

 

・導入時に用具の特徴に応じた利用上の注意を中心にアド

バイス実施。 

・モニタリング時に、利用状況に応じた機能選択、使用上の

注意などをアドバイス実施。 

・状態変化に応じて調整を促すアドバイス実施。 

 

 

B5-ｲ-2 

 

 

 

A3 全般

 

 

A5、B5 

全般 

関与状況と効果の関係 ・導入した用具の効果の出方に応じたアドバイスを行って

いる。 

A5、B5 

全般 

 
 
福祉用具専門相談員の関与状況（歩行補助用具） 

視点 内容 事例ＩＤ

福祉用具専門相談員の役

割・効果的なかかわり方 

 

・導入時に用具の特徴に応じた利用上の注意を中心にアド

バイス実施。 

・モニタリング時に、利用状況に応じた機能選択、使用上の

注意などをアドバイス実施。 

・状態変化に応じて調整を促すアドバイス実施。 

 

 

A5、B5 

全般 

関与状況と効果の関係 ・導入した用具の効果の出方に応じたアドバイスを行って

いる。 

 

A5、B5 

全般 
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福祉用具専門相談員の関与状況（床ずれ防止用具） 

視点 内容 事例ＩＤ

福祉用具専門相談員の役

割・効果的なかかわり方 

 

・エアポンプがフットボードに設置する構造のため他利用者

の妨げになる危険を指摘。エアマット圧力の自動調整機能

と取扱い留意点を伝達。 

 

・導入時に機器利用上の注意を中心にアドバイス。 

・モニタリング時に、利用状況に応じた機能選択、使用上の

注意などをアドバイス。 

 

 

B2-ｳ-4 

 

 

 

A5、B5 

全般 

関与状況と効果の関係 ・効果の確認、効果の継続につながるアドバイスができて

いる様子。 

 

A5、B5 
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３-６．福祉用具の管理体制について 

（１）施設における管理・運用体制について 

施設シートの集計結果に基づいて、施設種類別に以下の点について整理した。 

 
・ 福祉用具の保有、管理・メンテナンスの状況（現状） 
・ 福祉用具の適用判断、利用指導について（通常とモデル事業との違い） 
・ 福祉用具のレンタルの有効性に対する意見 

 
 

１）福祉用具の管理体制 

介護老人保健施設では、担当者を決めている施設と決めていない施設が半数ずつであったが、

介護老人福祉施設では、福祉用具管理担当者を決めていない施設が多かった。担当者を決めて

いる場合、担当者の職種は、管理職、PT,OT、ST,介護職、その他と多様であった。福祉用具

管理担当者が保有している資格については、ある施設では、福祉用具プランナー、福祉住環境

コーディネーター資格の２つを挙げていた。 
 

図表 28 施設における福祉用具の管理担当者について 

 

 

 

注：便宜的に構成比も記載しているが、母数が小さいため、あくまでも参考値であることに留意されたい。 

 

合計 担当者を決めている 担当者を決めていない 外部に委託している 無回答

5 1 4 0 0

100.0 20.0 80.0 0.0 0.0

5 2 2 0 1
100.0 40.0 40.0 0.0 20.0

福祉用具管理担当者設置の有無について

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

合計 管理職 ケアマネ
ジャー

ＰＴ、ＯＴ、ＳＴ 介護職 事務職 その他 無回答

5 0 0 0 1 0 1 3

100.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 60.0

5 1 0 1 1 0 0 2
100.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 40.0

福祉用具管理担当者の職種はどれですか

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

合計 福祉用具専
門相談員

福祉用具プ
ランナー

福祉住環境
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

その他 特になし 無回答

5 0 0 0 0 2 3

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 60.0

5 0 1 1 1 1 2
100.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 40.0

福祉用具管理担当者が保有している資格がありますか

介護老人福祉施設

介護老人保健施設
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施設における福祉用具整備にかかるコストについては、十分なデータが得られなかったが、

回答した施設においてもばらつきが大きかった。 

保管スペースについては、介護老人福祉施設では、すべての施設が保管スペースとしての専

用場所はないと回答し、介護老人保健施設では２施設が専用スペースを設けていた。 
 

 
図表 29 施設における福祉用具の整備にかかるコストについて 

 
【介護老人福祉施設】 

 
【介護老人保健施設】 

 
 

 
 
 

全体 平均 標準偏差(n-1) 最大値 最小値 無回答

毎年の償却費(円／年) 0 5

既存用具の補充費用(円／年) 0 5

新規用具の購入費用(円／年) 1 0.0 0.0 0.0 4
メンテナンス費用(円／年) 1 150000.0 150000.0 150000.0 4

全体 平均 標準偏差(n-1) 最大値 最小値 無回答

毎年の償却費(円／年) 3 808887.0 1126458.2 2100000.0 26661.0 2

既存用具の補充費用(円／年) 2 209019.5 154176.9 318039.0 100000.0 3

新規用具の購入費用(円／年) 3 291900.0 252247.6 540000.0 35700.0 2
メンテナンス費用(円／年) 2 5000.0 7071.1 10000.0 0.0 3

合計 専用場所あり 専用場所なし 無回答

5 0 5 0

100.0 0.0 100.0 0.0

5 2 3 0
100.0 40.0 60.0 0.0

２（２）保管スペース

介護老人福祉施設

介護老人保健施設
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２）福祉用具のメンテナンスの体制 

福祉用具管理･運用にかかわる体制（人数）は、最も少ない施設で 1 名、多い施設で 7 名で

あり、全体の平均は 3.6 人であった。福祉用具のメンテナンス体制としては、施設により構成

が異なっているが、全体としては「フロア、エリア別に管理する体制」としている施設が多か

った。 

施設におけるメンテナンスの実施状況としては、全体では「介護の一環として日常的に意識

して点検する」という施設が４施設あり、最も多かった。 
 

図表 30 施設における福祉用具のメンテナンスの体制について 

 

 
 

図表 31 施設における福祉用具のメンテナンスの実施状況 

 
 

 

福祉用具の管理、メンテナンスへの関与状況については、以下のとおりであった。 

・ 介護スタッフの関与状況としては、「日常の状態確認などでスタッフ全員が関与」する施設が

9 施設であった。関与の仕方としては、「介護業務のなかで福祉用具にも目配り、報告」して

いる施設が 7 施設であり、所定の日に一斉に点検、報告している施設は２施設であった。 
・ PT,OT など専門職の関与については、「必要に応じて専門的立場でアドバイスする」が５施設

であったが、「特に明確な役割が決まっていない」という回答も 3 件あった。 
・ 福祉用具貸与事業者の関与については、「福祉用具別に調達した事業者に任せている」が多く

６施設あった。 
・ 福祉用具の消毒については、「用具の利用状況を見て必要に応じて消毒する」が 6 件あり、誰

が行うかという問に対しては、「基本的に施設内で消毒する」が 7 件と多かった。 

全体 平均 標準偏差(n-1) 最大値 最小値 無回答

介護老人福祉施設 3 3.3 1.5 5.0 2.0 2
介護老人保健施設 4 3.8 2.8 7.0 1.0 1

合計 施設全体で一元的に
管理する体制

フロア、エリア別に管理
する体制

福祉用具種類別に管
理する体制

その他 無回答

5 2 3 0 0 0

100.0 40.0 60.0 0.0 0.0 0.0

5 0 3 2 0 0
100.0 0.0 60.0 40.0 0.0 0.0

介護老人保健施設

３（２）福祉用具のメンテナンスの体制

介護老人福祉施設

合計 週に１回程度、日
時を決めて一斉
に点検する

月に１回程度、日
時を決めて一斉
に点検する

福祉用具の種類
によって時期を
設定して一斉に
行う

介護の一環とし
て日常的に意識
して点検する

必要に応じて随
時点検する

その他 無回答

5 0 1 0 1 2 1 0

100.0 0.0 20.0 0.0 20.0 40.0 20.0 0.0

5 0 0 1 3 1 0 0
100.0 0.0 0.0 20.0 60.0 20.0 0.0 0.0

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

３（３）福祉用具の管理・メンテナンスの実施状況について
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図表 32 福祉用具の管理、メンテナンスへの介護スタッフの関与状況 

 

 

図表 33 PT、OT など専門職の関与の仕方 

 
図表 34 管理・メンテナンスへの福祉用具事業者の関与 

 
図表 35 福祉用具の消毒 

 

 

合計 日常の状態確認
などでスタッフ全
員が関与

用具別に決めた
スタッフが担当用
具を担当

福祉用具担当者
（グループ）のみ
が担当

その他 無回答

5 5 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 4 0 1 0 0
100.0 80.0 0.0 20.0 0.0 0.0

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

３（４）管理、メンテナンスへの介護スタッフの関与状況について

合計 介護業務のなか
で福祉用具にも
目配り、報告

所定の日時に一
斉に点検、報告

必要に応じて日
時を設定して点
検、報告

その他 無回答

5 4 1 0 0 0

100.0 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0

5 3 1 1 0 0
100.0 60.0 20.0 20.0 0.0 0.0

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

３（４）-1どのような関与のしかたですか

合計 管理体制全体を
指導する

管理の仕組みを
作って運用を指
導する

必要に応じて専
門的立場でアド
バイスする

特に明確な役割
は決まっていな
い

その他 無回答

5 0 0 2 2 0 1

100.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 20.0

5 1 0 3 1 0 0
100.0 20.0 0.0 60.0 20.0 0.0 0.0

３（５）ＰＴ、ＯＴなどリハ専門職の関与の仕方について

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

合計 調達から管理・メ
ンテナンスまで包
括的に契約して
いる

管理・メンテナン
スのみ包括的に
契約している（調
達は除く）

福祉用具別に調
達した事業者に
任せている

管理・メンテナン
スの都度、福祉
用具事業者を選
定している

福祉用具事業者
は関与していな
い

無回答

5 0 0 1 1 2 1

100.0 0.0 0.0 20.0 20.0 40.0 20.0

5 0 0 5 0 0 0
100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

３（６）管理・メンテナンスへの福祉用具事業者の関与について

合計 利用者が用具を
交換する時に消
毒する

用具の種類別に
期間を決めて消
毒する

利用状況を見て
必要に応じて随
時消毒する

用具の利用者が
替わる時に消毒
する

特に定められて
いない

その他 無回答

5 0 0 2 0 0 2 1

100.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 20.0

5 0 1 3 0 0 1 0
100.0 0.0 20.0 60.0 0.0 0.0 20.0 0.0

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

３（７）福祉用具の消毒について

合計 基本的に施設内
で消毒している

福祉用具供給事
業者に委託して
いる

その他の事業者
（消毒事業者等）
に委託している

福祉用具の種類
によって異なる

その他 無回答

5 2 0 0 1 1 1

100.0 40.0 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0

5 5 0 0 0 0 0
100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

３（７）-1消毒は誰が行っていますか

介護老人福祉施設

介護老人保健施設
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「モデル事業を実施したことによって、福祉用具の管理・メンテナンスに関する意識が変化

しましたか」という問に対しては、「変化はなかった」が 6 施設、変化があったが 3 施設であ

った。 
 

図表 36 モデル事業による福祉用具の管理・メンテナンスに関する意識の変化 

 

 

変化の内容としては、「大きな変化はないが、気にかける回数は増えた。」「意識づけになり、

以前より細目に福祉用具をみるようになった」「座位姿勢や使い方など、利用者が利用すると

きの安全性を主にみることができ、利便性と安全性の面からの意見が出た」「今までフィッテ

ィング等、空いた時間で随時行っていたが、その頻度等決定すべきという方向で動いている」

という回答があった。 
 
 

合計 変化があった 変化はなかった 無回答

5 2 2 1

100.0 40.0 40.0 20.0

5 1 4 0
100.0 20.0 80.0 0.0

３（８）モデル事業を実施したことによって、福祉用具の管理・メンテナンスに関す
る意識が変化しましたか

介護老人福祉施設

介護老人保健施設
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３）福祉用具の適用判断、利用指導について  

入所者に対する実質的な福祉用具の必要性の判断については、通常時は「明確に決まってい

ない」施設が２施設あったが、モデル事業では、「介護スタッフとリハ専門職による協議（チ

ーム方式） 」で実施していた。全体として「介護スタッフとリハ専門職による協議（チーム

方式）」 で行う施設が 5 施設と多かった。 

 
図表 37 入所者に対する実質的な福祉用具の必要性の判断 

 
 

 
 

入所時点での入所者の状態像にあった福祉用具の適用については、特に介護老人福祉施設で

は「状態像にあった適用ができている入所者は少ない」が 4施設と多かったが、モデル事業で

は「ほぼ全ての入所者について、状態像に合った適用ができている」または「特定の状態像の入所

者を除いて、状態像に合った適用ができている」と回答した施設が大半を占めた。 

 
図表 38 入所の時点で、入所者の状態像に合った福祉用具の適用 

 
 

合計 医師 作業療法士（OT）、
理学療法士（PT）、
言語聴覚士（ST）

医師とリハ専門職
による協議（チーム
方式）

施設のケアマネ
ジャー

介護スタッフ 介護スタッフとリハ
専門職による協議
（チーム方式）

明確に決まっ
ていない

その他 無回答

5 0 0 0 0 0 3 2 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 40.0 0.0 0.0

5 0 1 0 0 1 2 0 0 1
100.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 40.0 0.0 0.0 20.0

通常

モデル事業

４（１）入所者に対する実質的な福祉用具の必要性の判断は誰が行っていますか【介護老人福祉施設】

合計 医師 作業療法士（OT）、
理学療法士（PT）、
言語聴覚士（ST）

医師とリハ専門職
による協議（チーム
方式）

施設のケアマネ
ジャー

介護スタッフ 介護スタッフとリハ
専門職による協議
（チーム方式）

明確に決まっ
ていない

その他 無回答

4 0 1 0 1 0 2 0 0 0

100.0 0.0 25.0 0.0 25.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0

4 0 0 0 1 0 3 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0

通常

４（１）入所者に対する実質的な福祉用具の必要性の判断は誰が行っていますか【介護老人保健施設】

モデル事業

合計 ほぼ全ての入所者につ
いて、状態像に合った適
用ができている

特定の状態像の入所者
を除いて、状態像に合っ
た適用ができている

状態像に合った適用が
できている入所者は少な
い

状態像に合わせた福祉
用具の適用はあまり考
えていない

無回答

5 0 1 4 0 0

100.0 0.0 20.0 80.0 0.0 0.0

5 1 2 1 0 1
100.0 20.0 40.0 20.0 0.0 20.0

合計 ほぼ全ての入所者につ
いて、状態像に合った適
用ができている

特定の状態像の入所者
を除いて、状態像に合っ
た適用ができている

状態像に合った適用が
できている入所者は少な
い

状態像に合わせた福祉
用具の適用はあまり考
えていない

無回答

5 0 4 1 0 0

100.0 0.0 80.0 20.0 0.0 0.0

5 2 2 0 0 1
100.0 40.0 40.0 0.0 0.0 20.0

通常の状況

モデル事業にお
ける状況

通常の状況

４（２）入所の時点で、入所者の状態像に合った福祉用具の適用ができていますか【介護老人保健施設】

モデル事業にお
ける状況

４（２）入所の時点で、入所者の状態像に合った福祉用具の適用ができていますか【介護老人福祉施設】
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施設にある福祉用具では状態像に合った福祉用具の適用ができない場合の対処については、

通常時は「施設にある福祉用具を調整するなどして対応する」が 8施設であるが、モデル事業

では、「入所者の状態に適合する福祉用具を新たに購入（あるいはレンタル）」と回答した施設

が５施設であった。 

 

図表 39 施設にある福祉用具では状態像に合った福祉用具の適用ができない場合の対処 

 
 

入所時の福祉用具の使い方指導の方法については、通常時、モデル事業ともには「留意すべ

き状態の入所者に対して状態に応じた個別の指導を行う」が多かった。使い方指導を行う職種

は多岐にわたっているが「介護スタッフとリハ専門職による協議（チーム方式）」という回答

が最も多く、５施設であった。 

 

図表 40 入所時の福祉用具の使い方指導の方法 

 
 
 
 
 

合計 入所者の状態に適合する
福祉用具を新たに購入
（あるいはレンタル）

施設にある福祉用具を調
整するなどして対応する

特別な対応はしない その他 無回答

5 1 5 0 0 0

100.0 20.0 100.0 0.0 0.0 0.0

5 2 2 0 0 0
100.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0

合計 入所者の状態に適合する
福祉用具を新たに購入
（あるいはレンタル）

施設にある福祉用具を調
整するなどして対応する

特別な対応はしない その他 無回答

5 1 3 0 1 0

100.0 20.0 60.0 0.0 20.0 0.0

5 3 1 0 0 0
100.0 60.0 20.0 0.0 0.0 0.0

４（２）-1施設にある福祉用具では状態像に合った福祉用具の適用ができない場合はどのように対処していますか【介護老人
福祉施設】

４（２）-1施設にある福祉用具では状態像に合った福祉用具の適用ができない場合はどのように対処していますか【介護老人
保健施設】

通常の状況

モデル事業におけ
る状況

通常の状況

モデル事業におけ
る状況

合計 全ての入所者に対して状
態に応じた個別の指導を
行う

留意すべき状態の入所者
に対して状態に応じた個
別の指導を行う

入所者からの要望に応じ
て状態に応じた指導を行
う

どの入所者にも同様の指
導を行う

その他 無回答

5 0 4 1 0 0 0

100.0 0.0 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0

5 1 3 0 0 0 1
100.0 20.0 60.0 0.0 0.0 0.0 20.0

合計 全ての入所者に対して状
態に応じた個別の指導を
行う

留意すべき状態の入所者
に対して状態に応じた個
別の指導を行う

入所者からの要望に応じ
て状態に応じた指導を行
う

どの入所者にも同様の指
導を行う

その他 無回答

5 0 4 0 1 0 0

100.0 0.0 80.0 0.0 20.0 0.0 0.0

5 1 3 0 0 0 1
100.0 20.0 60.0 0.0 0.0 0.0 20.0

４（３）入所時の福祉用具の使い方指導は、どのように行っていますか【介護老人福祉施設】

通常の状況

モデル事業におけ
る状況

４（３）入所時の福祉用具の使い方指導は、どのように行っていますか【介護老人保健施設】

通常の状況

モデル事業におけ
る状況
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図表 41 入所時の福祉用具の使い方指導の担当者 

 

 

入所中の福祉用具の変更・調整の必要性の確認については、通常時、モデル事業ともには「日

常的に介護業務のなかで福祉用具にも目配りする」と回答する施設が多かった。 

入所中の福祉用具利用の見直し（用具の交換、フィッティングの修正など）の判断を行う担

当者は、「介護スタッフとリハ専門職による協議（チーム方式）」と回答する施設が半数を占め

た。 

図表 42 入所中の福祉用具の変更・調整の必要性の確認 

 

図表 43 入所中の福祉用具利用の見直し（用具の交換、フィッティングの修正など）の判断 

 

合計 医師 作業療法士
（OT）、理学療法
士（PT）、言語聴
覚士（ST）

医師とリハ専門
職による協議
（チーム方式）

施設のケアマネ
ジャー

介護スタッフ 介護スタッフとリ
ハ専門職による
協議（チーム方
式）

明確に決まって
いない

その他 無回答

5 0 1 0 0 2 1 1 0 0

100.0 0.0 20.0 0.0 0.0 40.0 20.0 20.0 0.0 0.0

5 0 1 0 0 1 2 0 0 1
100.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 40.0 0.0 0.0 20.0

合計 医師 作業療法士
（OT）、理学療法
士（PT）、言語聴
覚士（ST）

医師とリハ専門
職による協議
（チーム方式）

施設のケアマネ
ジャー

介護スタッフ 介護スタッフとリ
ハ専門職による
協議（チーム方
式）

明確に決まって
いない

その他 無回答

5 0 1 1 0 0 3 0 0 0

100.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0

5 0 0 1 0 0 3 0 0 1
100.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 20.0

４（４）入所者への使い方の指導は誰が行っていますか【介護老人福祉施設】

通常の状況

モデル事業におけ
る状況

通常の状況

モデル事業におけ
る状況

４（４）入所者への使い方の指導は誰が行っていますか【介護老人保健施設】

合計 日常的に介護業務の
なかで福祉用具にも目
配りする

週に１回程度、日時を
決めて一斉に確認する

月に１回程度、日時を
決めて一斉に確認する

必要に応じて随時確認
する

その他 無回答

5 4 0 0 1 0 0

100.0 80.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0

5 4 0 0 1 0 0
100.0 80.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0

合計 日常的に介護業務の
なかで福祉用具にも目
配りする

週に１回程度、日時を
決めて一斉に確認する

月に１回程度、日時を
決めて一斉に確認する

必要に応じて随時確認
する

その他 無回答

5 4 0 0 1 0 0

100.0 80.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0

5 3 0 0 1 0 1
100.0 60.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0

通常の状況

モデル事業におけ
る状況

通常の状況

モデル事業におけ
る状況

４（５）入所中に、福祉用具の変更・調整の必要性の確認はどのように行っていますか【介護老人福祉施設】

４（５）入所中に、福祉用具の変更・調整の必要性の確認はどのように行っていますか【介護老人保健施設】

合計 医師 作業療法士
（OT）、理学療法
士（PT）、言語聴
覚士（ST）

医師とリハ専門
職による協議
（チーム方式）

施設のケアマネ
ジャー

介護スタッフ 介護スタッフとリ
ハ専門職による
協議（チーム方
式）

明確に決まって
いない

その他 無回答

5 0 0 0 0 0 3 1 1 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 20.0 20.0 0.0

5 0 0 0 0 1 3 0 1 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 60.0 0.0 20.0 0.0

合計 医師 作業療法士
（OT）、理学療法
士（PT）、言語聴
覚士（ST）

医師とリハ専門
職による協議
（チーム方式）

施設のケアマネ
ジャー

介護スタッフ 介護スタッフとリ
ハ専門職による
協議（チーム方
式）

明確に決まって
いない

その他 無回答

5 0 2 0 0 0 3 0 0 0

100.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0

5 0 1 1 0 0 2 0 0 1
100.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 20.0

４（６）入所中の福祉用具利用の見直し（用具の交換、フィッティングの修正など）の判断は誰が行っていますか【介護老人福祉施設】

通常の状況

モデル事業におけ
る状況

４（６）入所中の福祉用具利用の見直し（用具の交換、フィッティングの修正など）の判断は誰が行っていますか【介護老人保健施設】

通常の状況

モデル事業におけ
る状況
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４）施設における福祉用具のレンタルの有効性について 

施設における福祉用具のレンタルの有効性については、すべての施設が有効であると回答し

た。どのような場合に有効であるかという問に対しては、「レンタルが可能になることでご本

人の心身の変化に合わせた福祉用具を使用していただくことが可能になりご本人の自立支援

にも有効」などの回答が見られた。 

 
図表 44 施設における福祉用具レンタルの有効性 

 
 

図表 45 どのような場合に有効であるか（自由記述） 

介護老人福祉

施設 
・ 施設に入所してしまうと、福祉用具は購入しなければならないが、レンタルする

ことが可能であれば、入居者の負担が少なくて済む。 
・ ADL、身体状況の変化に対応できる。 
・ 一日の大半を過す物として本人の状態に合った物を使用することで、行動範囲が

広がったり、口腔摂取を継続することができたりしますが、その都度毎に車いす

を買い替えることは困難です。都度本人にあった物を使用することが自立支援に

つながることを考えるとレンタルであれば都度本人に合った物に簡単に取り替え

ができてよいと思います。 
・ 施設入所者の方は ADL の変化に伴って福祉用具を変えるには購入になり予算的

に困難な事が多い。ひっ迫している方からになると自立支援という観点は後回し

になっていた。利用者にとっても有効になると思います。 
・ 用具については、普段使い慣れていない用具であったことから、使いにくさはあ

ったが、使用される方に適合した用具を使用することで改善されたことが多く見

受けられた。QOL の向上にもつながると感じた。 
介護老人保健

施設 
・ 施設の備品はスタンダードタイプの福祉用具が多く、利用者個々に合わせた対応

ができないのが現状である。レンタルが可能になることでご本人の心身の変化に

合わせた福祉用具を使用していただくことが可能になりご本人の自立支援にも有

効である。また居宅と同じ環境を提供することで安心感にもつながる。 
・ 利用者の状態に合わせた用具が調達できる。 
・ 個別対応が可能である。 
・ 身体の変化により福祉用具を変更するとき、標準型の福祉用具では不具合な時。

・ 利用者さん個人に合ったものが提供できる。 
・ 利用者さんに道具を合わせることができる。  
・ 在宅支援に繋がる。 

5 5 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0

5 5 0 0
100.0 100.0 0.0 0.0

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

入所者の自立支援を図る観点から、入所中の入所者に対して福祉用
具の貸与（レンタル）は有効であると思いますか



 68

（２）職員の意識の変化について 

職員シートについて、施設種類別で集計した結果を以下に示す。 

担当チームについては、介護老人福祉施設では、介護職員、介護支援専門員、看護職員、生

活相談員、機能訓練指導員などから構成されていた。介護老人保健施設では、看護職員、介護

職員、介護支援専門員、機能訓練指導員などから構成されていた。 

 
図表 46 担当チームの職種 

 
 図表 47 回答者の職種 

 

 
 モデル事業における業務については、以下のような変化が報告された（詳細は図表 49を参照）。 

・ 福祉用具専門相談員の助言が得られることや選択肢が広がることから用具の選択がしやすく

なった。 
・ 調整可能な福祉用具を利用することができ、調整がしやすくなった。 
・ 在宅で使用する予定の用具を施設の中から使用することができるため、スムーズなリハビリ

在宅支援につながった。 
・ 移乗の際の介護負担や入居者様の足をぶつける等のリスクの軽減や姿勢の安定などにより介

護がしやすくなった。 
・ エアマットの使用により体位交換の時間等が短縮されることや、身体に合った用具にするこ

とで、本人のできることが増えることにより介護の時間が短縮だれた。 
・ 在宅で使用する用具を施設の中で使用できることは、在宅に向けた指導においてメリットが

大きかった。 
・ 利用者については、生活における行動範囲も広がり自立に対する意識に変化が見られた。 
・ 職員の意識としては、もともと自立支援を意識していたが、自立に向けた支援方法の選択肢

が広がった、福祉用具の有効活用が介護量軽減や対象者の活動量増加に繋がることが体験で

きた、他の利用者に対しても福祉用具の選択について考えるようになった。 
・ 全体としては、個々にあった福祉用具使用の大切さや必要性を改めて実感することができた。 
・ 選択、調整を行う時間は増大したが、利用者の QOL・ADL 向上につながり、結果的に負担が

軽減した。 

合計 支援相談員・生
活相談員

介護支援専門員 介護職員 看護職員 機能訓練指導員 その他 無回答

5 2 3 5 3 2 0 0

100.0 40.0 60.0 100.0 60.0 40.0 0.0 0.0

8 2 6 7 8 5 2 0
100.0 25.0 75.0 87.5 100.0 62.5 25.0 0.0

担当チームの職種

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

合計 支援相談員・生
活相談員

介護支援専門員 介護職員 看護職員 機能訓練指導員 その他 無回答

5 1 0 2 0 0 1 1

100.0 20.0 0.0 40.0 0.0 0.0 20.0 20.0

8 0 2 2 1 3 1 0
100.0 0.0 25.0 25.0 12.5 37.5 12.5 0.0

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

あなた（記入者）の職種
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図表 48 モデル事業における業務の変化について 

 

 

 

 

 

 

 

合計 選択がしやすくなっ
た・負担が軽減した

選択がしにくくなっ
た・負担が増加した

特に変化はない 無回答

5 3 0 2 0

100.0 60.0 0.0 40.0 0.0

8 6 0 1 1
100.0 75.0 0.0 12.5 12.5

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

（１） 福祉用具の選択について

合計 調整や適合がしやす
くなった・負担が軽
減した

調整や適合がしにく
くなった・負担が増
加した

特に変化はない 無回答

5 5 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0

8 7 0 0 1
100.0 87.5 0.0 0.0 12.5

（２）福祉用具の調整や適合について

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

合計 リハビリがやりやす
くなった・負担が軽
減した

リハビリがやりにく
くなった・負担が増
加した

特に変化はない 無回答

5 1 0 4 0

100.0 20.0 0.0 80.0 0.0

8 5 0 0 3
100.0 62.5 0.0 0.0 37.5

（３）リハビリ指導のしやすさについて

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

合計 介護がしやすくなっ
た

介護がしにくくなっ
た

特に変化はない 無回答

5 4 1 0 0

100.0 80.0 20.0 0.0 0.0

8 7 0 0 1
100.0 87.5 0.0 0.0 12.5

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

（４）介護のしやすさについて

合計 時間が短くなった 時間が長くなった 特に変化はない 無回答

5 1 0 4 0

100.0 20.0 0.0 80.0 0.0

8 2 1 4 1
100.0 25.0 12.5 50.0 12.5

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

（５）介護にかかる時間について

合計 指導がしやすくなっ
た

指導がしにくくなっ
た

特に変化はない 無回答

5 0 0 4 1

100.0 0.0 0.0 80.0 20.0

8 2 0 3 3
100.0 25.0 0.0 37.5 37.5

（６）在宅復帰に向けた指導ついて

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

合計 対象利用者の自立に
対する意識が強く
なった

対象利用者の自立に
対する考え方が変
わった

特に変化はない 無回答

5 3 0 2 0

100.0 60.0 0.0 40.0 0.0

8 3 1 2 2
100.0 37.5 12.5 25.0 25.0

（７）対象利用者の自立に対する意識について

介護老人福祉施設

介護老人保健施設
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図表 49 業務の変化の回答内容および理由（自由記述）の整理 

視点 回答状況 その理由 
福祉用具の選択

しやすさについ

て 

13 人中、9 人が選択しや

すくなったと回答 
・ 選択肢が広がる、 
・ 利用者に合った用具について福祉用具専門相

談員のアドバイスを受けることができる 
・ 利用者の可能性を引き出せる 

など 
福祉用具の調

整・適合のしや

すさについて 

13 人中、12 人が調整・

適合しやすくなったと回

答 

・ 調整可能な用具をレンタルできる為、より細か

い調整が容易にできる、 
・ 福祉用具事業所の細やかな対応により、調整が

しやすかった。 
・ 体が安定することにより、ずり落ちが少なくな

った など 
リハビリ指導の

しやすさについ

て 

リハビリがしやすくなっ

た・負担が軽減したとい

う回答は、介護老人福祉

施設では 1 件、介護老人

保健施設では 5 件。 

・ 在宅で使用する予定の用具を施設の中から使

用することができる為、スムーズなリハビリ在

宅支援につながる。 
など 

介護のしやすさ

について 
13 人中、11 人が選択し

やすくなったと回答 
・ 移乗の際の介護負担や入居者様の足をぶつけ

る等のリスクの軽減（車いす）。 
・ 座位保持等身体が安定するようになった（車い

す）。 
など 

介護にかかる時

間について 
13 人中、3 人が短縮され

た、8 人が変わらないと

回答 

・ 車いす自操が可能になった 
・ エアマット使用により体位交換の時間等が短

縮され介護負担が軽減 
・ 身体に合った用具にすることで、本人のできる

合計 利用者の自立支援に
対する意識が強く
なった

利用者の自立支援に
対する考え方が変
わった

特に変化はない 無回答

5 1 1 3 0

100.0 20.0 20.0 60.0 0.0

8 3 1 2 2
100.0 37.5 12.5 25.0 25.0

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

（８）職員として、利用者の自立支援に対する意識について

合計 やりやすかった・負
担が軽減された

やりにくかった・負
担が増大した

特に変化はない 無回答

5 1 1 1 2

100.0 20.0 20.0 20.0 40.0

8 6 0 0 2
100.0 75.0 0.0 0.0 25.0

（９）全体をとおして

介護老人福祉施設

介護老人保健施設
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視点 回答状況 その理由 
ことが増える 
など 

在宅復帰に向け

た指導について 
13 人中、2 人が指導しや

すくなった、7 人が変わ

らないと回答 

・ 在宅で使用する用具を施設の中で使用できる

ことは、メリットが大きい。 
など 

対象利用者の自

立に対する意識

について 

13 人中、6 人が自立に対

する意識が強くなった、4
人が変わらないと回答 

・ 生活における行動範囲も広がり自立に対する

意識に変化も見られた。 
・ 能力に合った用具を選択することで、自主訓練

を行えるケースがあった 
・ 離床時間が増加した 
・ 利用者は、時間を決めて歩行器を使用するよう

になった 
・ 福祉用具１つで生活が変わる事がわかり、色々

とお試しした利用者もいた。 
など 

職員として、利

用者の自立支援

に対する意識に

ついて 

13 人中、4 人が自立支援

に対する意識が強くなっ

た、5 人が変わらないと

回答 

・ もともと自立支援を意識していたが、自立に向

けた支援方法の選択肢が広がった 
・ 環境を整えることで、利用者のできることが、

増大することが理解できた 
・ 福祉用具の有効活用が介護量軽減や対象者の

活動量増加に繋がることが体験できた 
・ 他の利用者に対しても福祉用具の選択につい

てさらに考えるようになった 
など 

全体をとおして 13 人中、7 人（うち 6 人

が介護老人保健施設）が

やりやすかった・負担が

軽減されたと回答 

・ 個々にあった福祉用具使用の大切さや必要性

を改めて実感することができた。 
・ 選択、調整を行う時間は増大したが、利用者様

の QOL 向上、ADL 向上につながり、結果的に

負担が軽減した 
など 

 
  
また、参加した各職種から、福祉用具のレンタルに対して以下のような回答が得られた。それ

ぞれの職種に求められる役割、視点に立ってレンタルの有効性について実感したことが示されて

いるとともに、今後のレンタルの制度化に向けた期待や実運用の際の懸念事項などが示された。 
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図表 50 モデル事業全体を通じたレンタルによる福祉用具利用の評価（自由記述） 

生
活
相
談
員
・支
援
相
談
員 

・ モデル事業でも多少でも効果が確認された。個別ニーズ対応と言う意味で良い取り組みであ

る。 

・ 個人に合わせた福祉用具を選定しやすい状況となった。（姿勢が整ったり、自操しやすい状況

となった。下肢を巻き込まないような、安全対策がとれた。） 

・ 本人の状態に合ったものを提供し、もし変化があった場合にもその都度変更が可能であるレン

タルが利用できることは有効である。 

・ ただし、ベッド稼働率の高い介護老人保健施設では日々多くの利用者が出入りしており、対象

者が増えた場合でも、今回のような迅速な対応が提供可能なのか不安。 

・ 本人にとってその時点でベストのものを選択できることや、ロスがないことから非常に有効。 

 

介
護
支
援
専
門
員 

・ 個別的な対応が重要であり、施設での福祉用具貸出しは効果的。その都度本人の状態確認や

定期的な見直しは必要。本人の体の状態に合った福祉用具を使うことで、その人の出来る事の

維持（残存機能の維持・活用）や過ごしやすい環境を提供していけるのではないか。 

・ 居宅と同じ環境を設定できるようになることは利用者が長く在宅で生活できるよう支援する介護

老人保健施設にとっては重要。ケアプランに関連することから、業者との窓口の明確化、依頼か

ら評価までの流れを明確に施設内で決めておく必要がある。 

・ 利用者の 24 時間の生活の中で、適した福祉用具を使用することにより、褥創予防などの健康

面、正しい姿勢での食事摂取や移動しやすさによる活動面のそれぞれに重要であることを改め

認識した。 

・ 施設の用具には限界があるので…是非制度を導入してほしい。 

 

介
護
職
員 

・ これまでいかに適切ではない福祉用具を使用しているかを知る良い機会となった。適切な福祉

用具を使用した事で問題点の改善だけではなくＱＯＬの向上に繋がった方も多く見受けられ、

福祉用具の重要性や必要性を改めて実感した。施設における福祉用具の位置づけを見直し、

福祉用具の選定が出来るようになることを切に願い、今後も自立支援、個別ケアに向けて福祉

用具を使用したい。 

・ 貸与事業者からの様々なアドバイスや、福祉用具の提案により勉強になった。 

・ 利用者の体型やケア内容によって細かく選べるため、より自立に向けてケアや受傷予防、職員

の負担軽減に繋がった。退所後、次の施設でも継続して利用できる様になればとても良い。 

・ 今後は車いすだけでなく、ベッドやつっぱり自助具のお試しなどがあれば良いと思いました。 

・ 利用者の笑顔が増加した。姿勢も良くなり、傷もなくなった。利用者にとってよい制度である。 
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看
護
職
員 

・ 施設において福祉用具は生活行動支援の場面に必要であり、介護する側・される側が苦痛に

ならない事が大切。個々にあった福祉用具の大切さを改めて実感した。 

・ 床ずれの位置、ＡＤＬ等により福祉用具を自由に選定できた。福祉用具の専門家により具体的

な助言をいただけたことも大変助かった。 

・ 身体に合った車いすを使用することにより、褥創が予防出来るとともに、活動性も増し、精神的

にも活発に会話出来るようになり、安定された方もおられた。エアマット等、高価な物品は使用し

にくい時に使用できるレンタルの方法がよい。 

・ 環境を整えることが大事だと再認識した。マットレスで痛みが軽減し、経管栄養の方が経口で三

食食べられるようになったことはすごい。これからも継続してほしい。 

・  

機
能
訓
練
指
導
員 

・ 車いす上のポジショニングを見直す上でも効果があった。体の傾きが直ったり、自操が出来る様

になった入居者もいた。 

・ 歩行時補助用具で本人の体格に合ったものを提供できることから施設での福祉用具レンタルは

有効。また、本人が試用してみたいというものをその都度購入をしたり、購入を勧めるのは躊躇

するが、レンタルであれば気軽に試せる。 

・ その方に合わせて用具を調整することができるのは大きい。今ある道具に利用者の身体を合わ

せている状況では、本当のサポートはできない。是非、前向きに進んでほしい。病院でも導入さ

れればよい。 

 

そ
の
他 

・ その人に合わせた車いすだと自操可能になり ADL の維持にもつながる。本人に合ったもので行

動範囲が広がる。 

・ 施設によっては高価な福祉用具を揃える事は困難で、施設にある福祉用具で対象者になんと

か合うようにと調整していく事も精一杯の状況。利用者本位で考えると、色々な選択が増える事

は、一人一人に合った福祉用具の使用が容易になり、QOL の拡大に繋がっていくのではない

か。 

・ 介護保険の根底である、利用者を中心としたサービスを考えるのであれば、施設における福祉

用具レンタルは必須。 

・ 今回、対象者に合わせた福祉用具導入の難しさも経験した。福祉用具で全てが解決するわけ

ではないが福祉用具の使用は大きな成果があった。 

・ 制度化される場合、負担のあり方についても検討が必要。設としては今以上の負担が増える状

況は受け入れることは容易でない。施設が固定の福祉用具レンタル事業所と契約してしまうこと

の危険性などもあり、制度的に調整が必要。 
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（３）福祉用具貸与事業所の関わりについて 

モデル事業において、協力を得た福祉用具貸与事業所（５事業所）に対して、モデル事業全

般についての効果や困難点、施設に福祉用具をレンタルすることの効果や難しさ等についての

アンケート調査を実施した。 
 
アンケート項目： 

・ モデル事業を実施して「よかったこと」 
・ モデル事業を実施して「大変だったこと」「苦労したこと」 
・ 施設に福祉用具をレンタルすることについて 
     施設に福祉用具をレンタルすることの有効性 
     施設に福祉用具をレンタルすることの難しさ： 
     レンタルを円滑かつ効果的に行うためのポイント： 
・ モデル事業の期間について 
・ その他お気づきのこと、全体的な感想 

 

福祉用具貸与事業所には、対象利用者への福祉用具のレンタルに関わる一連のサービス（選

定、導入、調整、モニタリング等）のほか、モデル事業実施にあたっての事前調整や進行の管

理、記録の回収や提出等、全面的に協力をいただいた。これらのプロセスを実施した経過を振

り返り、下記のような意見が得られた。 

モデル事業の効果（よかったこと）としては、①自立支援の促進、活動の拡大等利用者に対

する効果、②施設職員の福祉用具に対する意識の変化や福祉用具貸与事業所、福祉用具専門相

談員の役割に関する理解が深まったことの効果、③施設の実態や用具使用における問題点が把

握され、今後の連携に向けた知見が得られたという事業所にとっての効果、などが挙げられて

いた。 

モデル事業実施に関する困難点としては、モデル事業遂行にかかる労力や負担の大きさ、施

設側の連携窓口との調整の困難さ、施設側の用具に対する理解や意識の低さなどが挙げられた。 

施設に福祉用具をレンタルすることの有効性については、利用者の自立支援、活動拡大等の

効果、さらにはそのことによる介護負担の軽減について実証された。また、レンタルは購入に

比べて施設や利用者・家族への費用負担の軽減が図れることも利点として挙げられた。 

レンタルの困難さについては、用具の導入や変更において、入所・退所のタイミングと料金

との関係や手続きの煩雑さが予想されること、利用者に関わるすべての施設職員に用具に関す

る説明が必要となること、施設の中で利用者ごとに多様な製品が使われることに対して職員の

戸惑いから事故につながることの懸念、施設におけるレンタル商品に対する意識や知識の低さ、

レンタル金額が設定された際の（金額に左右されない）利用者本位の選択の担保などが挙げら
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れた。 

円滑な連携のためのポイントとしては、担当者・相談窓口の一本化、訪問する曜日や時間帯

を固定することなどによる時間の確保、用具の管理や取り扱いの説明の徹底および施設スタッ

フ側の知識や意識の向上、汚損や故障時の対応の取り決め、施設職員向けの勉強会等による理

解の促進などが挙げられた。 

モデル事業の期間としては、１施設を除き「短かった」という意見であった。施設との連絡

調整といった初期段階の準備に時間がかかること、利用者によっては導入する福祉用具が決ま

るまでに時間がかかる場合があること、福祉用具の種類によっては、導入し用具の利用が生活

の中で定着して変化が表れるまでに一定の時間がかかることや、機種を変更するケースがでに

くく、3 ヶ月では十分な効果が確認できないのではないか、という指摘があった。 

その他、モデル事業の円滑な遂行のために、様式を電子ファイル化して記入や情報共有を容

易にすることや、施設側のモデル事業の責任者ではなく直接連絡をとる担当者を窓口にした連

携体制などの提案、同意書の手続きの煩雑さの緩和、感染症の多い時期を避けた実施期間の設

定などの提案があった。 
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図表 51 モデル事業を実施してよかったこと（自由回答） 

１．モデル事業を実施して「よかったこと」 

事業所 A モデル事業を通して、施設の福祉用具に関して知識が増えたことにより、施設備品の福

祉用具見直しが行われた。今までは施設の福祉用具を合わせて行く感覚から利用者に

合わせ福祉用具を利用する感覚に変わっていった。同時に施設管理者からは、現場か

らの意見で必要性は認識できているが、福祉用具に掛ける費用については、限界があ

り、定期的に購入していくことは無理との意見を出されていた。施設職員は定期的に福

祉用具の知識を得るのは難しいので、今回のモデル事業のような関係が施設と貸与事

業者の間に作れれば利用者にとっても施設職員にとってもいいことだと思う。 

事業所 B 福祉用具専門相談員という専門家が入ったことで、利用者の座る姿勢・歩く姿勢が良く

なったことを実感出来た。用具に関する考え方が変わった。介助するときに今までのよう

な力が必要なくなった。等々、スタッフさんから感謝の言葉を数多くいただけた。状態に

合わせたフィッティングの重要性を実感・体感いただけたことは収穫だった。 

日頃は在居されている利用者とのかかわりしかない為、介護力がある施設入所中の利

用者と関わることで、違ったニーズや商品の特性を最大限生かすことができ、利用者の

ＡＤＬの向上につなげられたこと。施設担当者と関係が築けたこと。 

事業所 C ・施設における福祉用具管理における意識の低さを認識できた。車いすや今回施設側

からの強い要望で追加した車いすクッションなどは尿失禁により度々交換要請があっ

た。担当者からは車いすが汚れて困っているとの声を聞くことができた。今後の営業に

つなげたい。 

・最新の福祉用具にたいする商品知識が乏しく、マンパワーで補おうとする姿勢が感じら

れる。それゆえ適材適所に福祉用具を導入する必要性を強く感じた。 

・今回モデル事業を実施した 2 施設共に床ずれ予防用具は「静止マットレス」のみ導入

されていたが、モデル事業後 1 施設でエアマットが導入された。 

事業所 D ・施設に福祉用具をレンタルすることは、施設、入所者、事業者すべてメリットが高いこと

が改めてわかった。 

・施設の職員の方は施設にある福祉用具のことしか知らないので、今回たくさんの用具

を見ていただき、多様な福祉用具があることを知っていただくきっかけになった。 

・施設や病院へ入所、入院している方へその人に合った用具を使っていただくためには

レンタルがベストだと思っているが、思っていた以上の手間と施設側にも時間的負担が

かかることがわかり、問題点が把握でき良かった。 

事業所 E ・困っている場面だけを見るのではなく、環境を整えたり、生活全般を通して、福祉用具

を選定しなければいけないことを理解してもらえた。 

・在宅復帰を目指す施設においては、施設入所時から在宅で使用する福祉用具を使用

できることで、在宅復帰支援環境が整う。 

・ご利用者様に適合した福祉用具を使用してもらうことで、ご本人の活動性（できること）

が増えた。 

・施設スタッフが、入所されている方に、今まで以上に目配りするようになった。 
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図表 52 モデル事業を実施して「大変だったこと」「苦労したこと」（自由回答） 

２．モデル事業を実施して「大変だったこと」「苦労したこと」 

事業所 A 対象者の選定において、体調変化による変更が多くあり、対象者がなかなか進まなかっ

た。利用者に対する方針が、施設により特色があり担当職員のレベルによっても福祉用

具の積極的利用が進まないケースがあった。具体的には、リハビリの場面での使用に留

まり、日常生活にまで拡大できなかった。福祉用具の引上げ時には、効果の大きい利用

者ほど困難になり、施設で新たに購入することとなり負担を掛けてしまった。 

事業所 B 今までに福祉用具の営業を何度か受けていたそうですが、持ってきた商品の売込みば

かりだったそうです。「商品がどのようなものか」ではなく、「商品をどのように使うのか」と

いう話は今回が初めてだったそうで、熱心なスタッフさんも多数いらっしゃった為、また

近々様子を見に来てとの流れになり、ほぼ毎週モニタリングに伺っておりました。月１回

のモニタリング訪問予定で考えていた為、その点においては苦労しました。しかし、訪問

回数を重ねるごとに、スタッフさんにも慣れていただいた感がありましたので、１回の訪問

時間は１～２時間程度にまで短縮することが出来ました。 

在宅でのケースを比較すると、車いす上で生活する時間が長く、調整をうまく行ったよう

でも、ズレが生じるケースがあり、再調整の時間、手間がかかりました。 

事業所 C ・モデル事業の導入に伴い施設備品を当社で管理することとなりました。また、レンタル

車いす導入後、不必要な部品も当社で管理することとなり在庫がまぎれないように部品

に名前を付けて管理しました。 

・モニタリング報告は、書面で書類を頂けなかったため1件ごと状況を聴取し当社で入力

作業を行いました。 

・特養では屈曲、拘縮になる利用者が多く車いすだけではポジショニングができないケ

ースが多々ありました。当社では車いす付属品も選択肢に設け対応しましたが結局既

存のクッションを併用していただくケースがありました。 

事業所 D ・施設様との日程調整に苦労しました。リハビリの先生や介護職の方は日中忙しいし、夜

勤があったり休みも不定期なので、納品日時やモニタリングの日程など、調整するのが

難しかったです。 

・身体に適合させることで不具合が起こったケースがありました。本人に合った車いすを

導入し、座位姿勢が良くなったことは良かったのですが、今まで身体に当たっていなか

った部分が赤くなってしまったケースがありました。 

・モジュール車いすでもティルト車いすでもフィッティングが難しい方がおられました。施

設車いすに乗られていた時よりは改善していますが、こちらが考える理想の座位姿勢

にはなかなか持っていけない方がおられました。 

事業所 E ・普段使い慣れない福祉用具が多く導入され、使い勝手が悪く不評であったため、導入

月は福祉用具について問い合わせがある都度訪問し説明しなければならなかった（使

用商品が限定されていないため、病棟責任者だけでなく、ご利用者様担当の介護スタ

ッフ数名に説明する必要があった）。 
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図表 53 施設に福祉用具をレンタルすることについて（自由回答） 

３．施設に福祉用具をレンタルすることについて 

事

業

所

A 

 

施設に福祉用具

をレンタルするこ

との有効性： 

・利用者の状態がさまざまであり、それに対応した用具を用意する事は、在庫及

び費用面から考えて現実的に無理である。福祉用具をレンタル出来れば、利

用者に合わせた用具が利用でき、自立促進を進めることができる。また、利用

者に合わせた用具を利用することにより、施設職員の介護も軽減できリハビリと

組むことにより、生活の場面に移行することも可能になると思う。 

施設に福祉用具

をレンタルするこ

との難しさ： 

・入所・退所・状態変化により料金は月単位よりは日単位の細かい対応が必要

になってくる。施設内での利用は複数の担当者との打ち合わせが必要になり、

機種の変更の場合（料金に変更が出た場合）も同様のことが考えられる。 

レンタルを円滑か

つ効果的に行う

ためのポイント： 

・施設担当者が担当職員を含めた調整により、円滑に進むかが決まってくる。担

当者は施設内での業務量が多く時間がとれないことが多い為、事業者とどのよ

うに連携するかが大事になる。 

事

業

所

B 

施設に福祉用具

をレンタルするこ

との有効性： 

・施設内にある福祉用具はほぼ施設立ち上げ時に購入したものばかりですし、

且つ、出来るだけ万人に利用いただけるよう、知識のない職員さんにも使用い

ただけるようなシンプルな標準タイプしかないので、一人一人の状態に合わせ

た商品の導入と介護負担の軽減を促せる有効性に関しては、今回多少なりとも

実証出来たと思います。 

・施設所有の福祉用具に関しては大半の方が使用できる一般的な物で、商品も

福利ことが多いので、利用者の身体状況に細かく合わせる事が難しい為、大

変有効でした。 

施設に福祉用具

をレンタルするこ

との難しさ： 

・施設立ち上げ時に福祉用具を購入することで補助金制度を受けられることと、

福祉用具をリースするという概念がまったくなかったということが、レンタルに繋

げていく上での問題点かと思いました。 

・商品の使用説明はチームでのケアスタッフだけではなく、他の職員の方に対し

ても行わなければならず、調整が難しかった。 

レンタルを円滑か

つ効果的に行う

ためのポイント： 

・「どのような商品か」ではなく、「どのように商品を使うか」という職員さんへの勉

強会を定期的に行い、どれを使っても一緒という考え方を解消することが出来

れば、今後確実にレンタル対応の動きが出てくるかと思います。 

・施設担当窓口を必ず一本化し、ケアスタッフよりもむしろ窓口となる方に対し、

商品の選定に対する理解を頂くことで円滑に進んでいくと思われます。 

事

業

所

C 

施設に福祉用具

をレンタルするこ

との有効性： 

・施設により備品の充実状況が異なる事が分りました。施設へのレンタルが実施

されることでサービスが均一化されると感じました。 

・移乗介助に苦労しているとの指示がありました。スライデングシートやリフトなど

の移乗関連用具は必要と感じました。 

・施設備品が限定されているため個別性がなく措置制度のような狭い選択肢か

ら福祉用具が選ばれています。福祉用具専門相談員も施設に配置すべきと感

じました。 

施設に福祉用具

をレンタルするこ

との難しさ： 

・レンタル商品への意識や知識が低いので、取扱が雑であったり、故障した場

合、故障状況や原因や責任の特定が困難です。汚損の危険も高い状況です。

・今回は無償レンタルで実施しましたが、レンタル料金が発生した場合、レンタ

ル料も選択肢に入ってきます。福祉用具の知識も持つ者が金額に左右されず

に福祉用具レンタルの決定者を決める必要があります。 

レンタルを円滑か

つ効果的に行う

・福祉用具レンタルの知識を持った有知識者が用具の最終決定をすべきだと思

います。 
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３．施設に福祉用具をレンタルすることについて 

ためのポイント： ・福祉用具が故障した場合は時間や場所、状況が特定できるよう管理や取扱に

ついて事業者は説明すべきであり施設スタッフは取扱を認識する必要がありま

す。 

・汚損や故障についてはリスクが高いので事前に取り決めが必要だと思います。

事

業

所

D 

施設に福祉用具

をレンタルするこ

との有効性： 

・どの施設も入所者に合った福祉用具を施設がその都度購入して揃える事は困

難であると言われています。レンタルであれば施設側の負担が少なく、入所者

も自分に合った用具を使えますし、自分に合った用具を使うことで自分ででき

ることが増え、施設の介護量も軽減されますので、有効性は高いと思います。 

施設に福祉用具

をレンタルするこ

との難しさ： 

「ずっと費用がかかるレンタル」に対するイメージ。用具を購入すれば１回の費用

で済みますが、レンタルだと用具を購入した場合の費用を上回っても同じレン

タル料がずっとかかっていきますので、「レンタルの方が負担が少ない」と導入

の提案の段階でわかってもらえないケースが多い。 

・在宅ではこちらの段取りでお家に訪問して用具を導入し、モニタリングすること

ができますが、施設では担当者と日時を合わさないといけないのでそこが難し

い。例えば夜勤が続き、訪問が 1 週間後になってしまうなど。 

・施設では施設物品を使い回すことが当たり前なので、完全に個人所有の用具

は名前を記入して管理できますが、レンタル品だと個人名を書けないので同じ

用具を使用している人が数人いた場合間違えたり、勝手に職員さんが別の利

用者に使ってしまったりということが考えられる。車いすクッションだとカバーを

洗って中身だけ他のクッションとすり換わるなんてこともある。 

・適合する用具がすぐに見つかればいいのですが、在宅のように適合する用具

が見つかるまでデモを繰り返しているとその内退所されてしまいレンタル費用を

いただけないということがあるのではないかと思います。 

レンタルを円滑か

つ効果的に行う

ためのポイント： 

決まった訪問曜日、訪問時間を決めて、施設介護職、セラピストに福祉用具選

定、納品、モニタリングの時間を取ってもらうようにする。例えば毎週月曜日の

13：00 には福祉用具専門相談員が必ず訪問し、介護職、セラピストと福祉用具

の相談をすることに決めるなど。訪問日時をその都度決めていては、対応が遅

くなっていくので、曜日、時間を決めておくことで施設側にも予定してもらい、福

祉用具の導入をスムーズに行えるようにすることが必要と思います。 

事

業

所

E 

施設に福祉用具

をレンタルするこ

との有効性： 

・大半の施設では、用具にご利用者様を合わせ福祉用具が利用されているが、

ご利用者様に適した（調整できる）福祉用具を使用することでご本人の QOL の

向上、ADL の向上につながる。結果介護の負担軽減にもつながっていく。 

施設に福祉用具

をレンタルするこ

との難しさ： 

・ある意味統一された商品（特に車いす）を使用している中、ご利用者様に適合

した商品を選定した場合、メーカーにより構造等の違いから戸惑いがおこり事

故に繋がる可能性もあるので、介護スタッフにも配慮した商品を選定する必要

もあると感じた。 

レンタルを円滑か

つ効果的に行う

ためのポイント： 

・事業開始時の専任担当者は必要ですがあくまでも事業開始時と最終報告に

専念してもらう（施設内では担当者との報告・連絡等は必要ですが）。 

・各病棟にﾚﾝﾀﾙ担当職員を決めていただき、2 か月目以降はﾚﾝﾀﾙ担当者を実

質的な窓口とする（現場の方と直接話ができる方が効率がいい）。 
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図表 54 モデル事業の期間について（自由回答） 

４．モデル事業の期間について 

事業所 A 福祉用具の種類により状態変化が出難く、福祉用具の機種の変更になるケースが少な

かった。 

事業所 B 【期間は短かった】お互いに初めての経験だったこともあり、また、お互いに通常の業務

を行いながらの動きであった為、最初の１～２ヶ月間は手探り状態での動きでした。後半

の２ヶ月間でようやくお互いの様子を把握しての動きに変わってきましたが、慣れた頃に

はもう終了になってしまいましたので、半年から１年くらいの期間は欲しかったように思い

ます。 

【期間は短かった】福祉用具を導入することで明らかにケアスタッフは楽になったようで

すが、利用者の身体機能向上を見守りたかった為。 

事業所 C 【期間はちょうど良かった】施設に入所した方にとって 4 ヶ月の実施期間はちょうど良いと

感じました。 

歩行器などは導入後、継続的なリハビリを受け、ちょうど歩行に慣れてきました。 

エアマットなどは床ずれ発症から完治までの経過を確認することができました。 

既に床ずれが発症している患者は床ずれの有無や栄養状況しか確認できておりません

が期間にはきりがありませんでしたので 4 ヶ月が最良と感じました。 

事業所 D 【期間は短かった】用具がすぐに決まった方にはちょうど良かったが、なかなか決まらなく

て何度も用具を変えている方にとっては、その効果を検証する期間が取れなかった。 

事業所 E 【期間は短かった】4 か月では少し短いと感じた。4 か月目くらいから結果の出る方も多数

いたので、期間は6 ヵ月位に設定した方がいいのではないでしょうか（福祉用具事業所、

施設様には負担が増えますが）。 

 

図表 55 その他（気付いたこと、全体的な感想など）（自由回答） 

５．その他（気付いたこと、全体的な感想など） 

事業所 A 今回は全て手書きでの報告書の作成でしたが、施設内においてもネットワークを利用

し、職員同士でやりとりを行っているとのことで、出来ればデータベースでのやりとりのほ

うがスムーズだったのではないかとのお話をいただきました。 

事業所 B 在宅では、介護している家族に主介護者がおり用具の取扱や効果を確認していただく

ことができましたが、施設では基本的に各フロアに 1 名の介護主任が対応しており 

細かいことは介護士等スタッフがお世話をしています。施設には福祉用具レンタルが有

効だと思いますが、金額の負担と用具導入の決定権について整備する必要があると感

じました。また、制度に頼るのではなく独自のサービスがあっても良いのではと感じまし

た。いずれにしても貴重な経験となりました。ありがとうございました。 

事業所 C 今回、施設への初回説明から実際の開始まで期間が空いたことで施設側、弊社双方と

も「やるぞ！」という熱気が冷めてしまった感があります。期間が空いた原因の同意書で

すが、協会への報告に個人名を出さないのであれば施設と福祉用具貸与事業者との契

約書の中に入れておけば別途作る必要がなかったと思います。これから日福協として

色々なモデル事業を受けていかれるでしょうから、その点を改善していただきたい。 

事業所 D 冬場は施設様においてインフルエンザ、ノロウィルスなどが発生する場合もあり、発生し

た場合出入りの制限がかかる、事業所の担当者、施設様の担当者が発症して休む場合

もありますので、実施時期は春の時期がいいのではないでしょうか。 
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４． まとめと今後の課題 
 
（１）実証事業結果のまとめ 

今回の実証事業から、以下のことが把握できた。 
 
１）利用者の変化について 

今回の実証事業では、介護老人福祉施設、介護老人保健施設といった高齢者施設においても、

福祉用具貸与事業者が提供できる多様な機種の福祉用具の中から、自立支援に向けた用具を選

定し、利用していただいた。利用に際しては福祉用具専門相談員からの提案、アドバイスなど

種々の情報提供も行った。 
この結果、高齢者施設においても、身体的な問題点に適合した福祉用具を用いることで状態

が改善する事例が、FIM（機能的自立度評価）、日常生活行動、総合評価のいずれかが改善さ

れたケースが全体の 80%近くとなった。改善事例は、車いす、歩行補助用具、床ずれ防止用具、

いずれの利用ケースでも観察された。また、特定の施設ではなく、実証事業に協力したいずれ

の施設でも観察された。 
こうした効果は、施設管理者、施設スタッフからも認められており、福祉用具利用の選択の

幅を拡げることが入所者の自立支援に一定の効果が得られることの評価が得られた。 
 
２）施設における福祉用具利用に対する意識の変化 

今回の実証事業への取組とその成果を踏まえて、施設側でも以下のような認識の変化が見ら

れた。 
 ・福祉用具の選択しやすさ、福祉用具の調整・適合のしやすさ、介護のしやすさについてやり

やすくなった。 
 ・対象利用者の自立に対する意識についても意識が高まった。 
・自立に向けた支援方法の選択肢が広がった。 
・福祉用具の有効活用が介護量軽減や対象者の活動量増加に繋がることが体験できた。 
・他の利用者に対しても福祉用具の選択について考えるようになった。 
・全体として、個々にあった福祉用具使用の大切さや必要性を改めて実感することができた。 
  
施設の各専門職種からも下記のような評価が得られている。 

（介護支援専門員） 
・個別的な対応が重要であり、施設での福祉用具貸出しは効果的。 

・ 利用者が長く在宅で生活できるよう支援する介護老人保健施設にとっては、居宅と同じ環境を設定

できるようになることは重要。 
（介護職） 

 ・これまでいかに適切ではない福祉用具を使用しているかを知る良い機会となった。 
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・ 福祉用具専門相談員からの様々なアドバイスや、福祉用具の提案により勉強になった。 

・施設における福祉用具の位置づけを見直し、福祉用具の選定が出来るようになることを切に願う。 

（看護職） 

・福祉用具は生活行動支援の場面に必要であり、個々にあった福祉用具の大切さを改めて実感した。 

・福祉用具の専門家により具体的な助言をいただけたことも大変助かった。 

（機能訓練指導員） 

・施設でも本人の体格に合ったものを提供できることから、福祉用具レンタルは有効。 

・本人が試用してみたいというものを気軽に試せる点がよい。 

 
また、福祉用具貸与事業者の側からも、施設との対応で以下のような変化が観測されている。 

 ・スタッフさんから感謝の言葉を数多くいただけた。状態に合わせたフィッティングの重要性を実感・体感い

ただけたことは収穫だった。 

  ・環境を整えたり、生活全般を通して、福祉用具を選定しなければいけないことを理解してもらえた。 

  ・専門家が入ったことで利用者の座る姿勢・歩く姿勢が良くなったことを実感出来た。 

  ・施設スタッフの用具に関する考え方が変わったことがわかった。 

・施設の福祉用具を合わせて行く感覚から利用者に合わせ福祉用具を利用する感覚に変わっていった。 

 
 
（２）高齢者施設等における福祉用具管理・運用のあり方 

（１）で整理した実証事業に伴う変化を踏まえて、高齢者施設等における福祉余具管理・運用

のあり方として下記の事項が指摘できる。 
 
１）施設等における自立支援に向けた福祉用具活用のあり方 

高齢者施設においても、利用者の状態に適合し、自立支援をねらいとした福祉用具の利用（利

用者の個別性への対応、短期的な変化、長期的な変化に対応した支援方法の変更など）を拡大

することが検討されてよいのではないか。 
ただしこれを実施する際には、福祉用具の利用に伴う状態変化、生活行動変化への対応の体

制を整えることが前提となる。状態変化、生活行動変化によって生じるリスクなどにきめ細か

く対応した注意喚起、調整等の促しなどが行えることが重要であるが、今回の実証事業では、

この点はある程度対応できていたと考えられる。 
利用者の状態変化への対応を進めると、新たな行動レベルに対応した介護目標の設定、それ

に応じた福祉用具への移行の判断、適用指導を行えることが重要となる。自立支援に対応した

福祉用具利用を進める際には、ここまで視野に入れた対応体制の整備を検討しておく必要があ

る。 
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２）福祉用具の運用・管理のあり方 

自立支援をねらいとした福祉用具利用を進めるためには、１）で示したような利用者の変化

に対応できる運用・管理の体制整備が重要となる。施設内の体制整備と合わせて、今回実施し

た福祉用具貸与事業者（＝福祉用具専門相談員）の活用など、外部資源の効果的な活用が検討

されてよいのではないか。 
こうした福祉用具管理運用の体制整備にさいしては、施設内での体制に基づいた基本手順の

整備だけでなく、非定型ケースへの対応なども想定して、導入・管理の手順を整備する必要が

ある。また、管理・運用のコスト感覚、すなわち施設としてのコストメリットを明確にすると

ともに、それを実現するための運用上のポイントが意識されることも重要である。 
 
３）関係機関・職種との連携の在り方 

２）で指摘したような体制整備を実際的なレベルで検討すると、まずは施設と福祉用具貸与

事業所、福祉用具専門相談員との連携を検討することが現実的と考えられる。この連携により、

いつでも相談できる体制と、福祉用具に関する定常的な最新情報インプットが期待できる。 
また、施設のケアマネジャーとの連携体制も重要である。定期モニタリング時に福祉用具利

用の状態確認も定型化するなど、効果的な福祉用具利用で発生するプロセスを意識して、ケア

プランに反映されることが重要である。 
 
 
（３）今後の課題 

 
１）調査研究手法（モデル事業）の制約、限界 

本年度は、施設における福祉用具貸与サービス利用の初の試みであり、福祉用具利用者から

の働きかけに同意された施設での試行となった。その点では、ある程度、福祉用具貸与事業者

との交流接点のある施設での試行となった。 
福祉用具貸与サービス利用による自立支援への取り組みをより一般的なものとするために

は、より一般的な施設の利用でも同様の結果が得られるか検証する必要があり、より一般な施

設が参加できる形での実証事業の展開を検討する必要がある。 
 
また、実証事業の実施期間にも制約があった。初めての試みであったため、対象施設・利用

者の選定、利用者の同意の確認など準備に時間を要し、実質的な福祉用具の利用期間が３ヶ月

程度となった。この期間でも一定の効果は観測できたが、もう少し実証期間が取れれば、より

実質的な効果も検証できた可能性があり、充分な期間を確保した実証事業での検証が期待され

る。 
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２）普及・啓発（福祉用具導入の手引書等の作成） 

より一般的な施設が参加しつつ、円滑な福祉用具利用の管理・運用を行うためには、管理運

用の体制整備、外部資源との連携のしかた等について、具体的な対応を検討する際の手引きと

なる参考資料が必要となる。介護老人福祉施設と介護老人保健施設では施設運営の目的が異な

り、配置される職員の構成も異なるため、福祉用具利用の管理の手順、運用の体制も異なると

考えられる。今後の実証事業では、一般的な施設での活用を想定して、施設の特性にも対応し

た導入手順、管理・運用の手引き資料（導入・運用マニュアルなど）の整備を合わせて考えて

おく必要がある。 
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1． モデル事業の背景と目的 

1.1  背景 

地域包括ケア研究会で「（リハビリに取り組む前段階としての）自立支援促進」、「してあ

げる介護」からの脱却の重要性が指摘され、社会保障審議会でも「（不適切な用具利用によ

る）廃用症候群（生活不活発病）促進の可能性」が指摘されるなど、自立支援促進に向けた

取り組みが求められてきています。 
 在宅介護については福祉用具専門相談員および介護支援専門員が継続的にモニタリン

グを行い、必要に応じて用具を入れ替えるなどの継続的対応の体制がつくられていますが、

高齢者施設における福祉用具利用については、必ずしも自立支援の観点からの明確な支援の

体制が整っているとはいえない状況が指摘されています。今後、施設から在宅へのシフトが

進む介護環境では、入所中の生活環境についてもこれまで以上に自立支援を意識した生活環

境整備が重要となります。 
こうした問題意識に基づき、平成２３年度では、高齢者施設等における個々の入所者の自

立支援の視点から見た生活環境整備の状況、特に生活行動支援場面における福祉用具の選定

と利用指導の状況を把握しました。さらに、施設全体での福祉用具運用・管理の状況と利用

効果の評価の体制についても把握し、自立支援に向けた環境整備の視点から、効果的な福祉

用具の利用とその運用・管理のあり方を検討しました。 
 

1.2  目的 

こうした経緯を踏まえ、具体的な福祉用具の利用とその運用管理の在り方を実証的に検討

することをねらいとして、高齢者施設等における在宅と同様の福祉用具利用のモデル事業を

行います。福祉用具貸与サービスなどを活用して自立支援の観点から充分な福祉用具利用環

境を提供した上で、具体的な運用のしかた、利用を促進したことによる効果、管理運用面で

の影響などについての実証的なデータを収集します。また、収集した実証データを基に、高

齢者施設等における福祉用具利用と効果的な運用体制のあり方を検討します。 
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2． モデル事業の概要 

福祉用具貸与サービスなどを活用して、自立支援の観点から充分な福祉用具利用環境を提

供した上で、具体的な福祉用具運用の仕方、利用を促進したことによる効果、管理運用面で

の影響などについての実証的データを収集することを目的とします。 
実証事業は、高齢者施設と福祉用具貸与事業所が連携し、以下の流れで実施します。 
 

 
 

 

福祉用具貸与事業所 高齢者施設 

体制の整備 

対象利用者の選定 

協力関係の構築 

用具の選定 

用具の導入 

用具の利用・管理 

作業部会 

福祉用具の貸与 

モニタリング 

８月下旬 

～９月上旬 

２５年１月 

９月上旬 

１０月 

～１２月 

詳細検討 

事前説明 

分析 

用具の選定 

実証データの提供 

アセスメント 

カンファレンス 

搬入・設置 

利用指導 

初期モニタリング 

モニタリング（月1回） 

再アセスメント 

記録・事後評価 記録・事後評価 

 

高齢者施設 利用者 

日本福祉用具 

供給協会 

① 選定・協力依頼 

④高齢者施設紹介 

②協力依頼 

③協力意向 

⑤協力依頼・同意書確認 
情報共有 

⑥選定・協力依頼 福祉用具 

貸与事業者 
⑦協力意向 
同意書で確認 

⑧福祉用具貸与（モニタリングも含む） 
関係主体の関係 

実証事業の流れ 
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3． 貴施設への依頼事項 

この実証事業において、貴施設にご協力いただきたいことは、大きく以下の３点です。 
１． 貸与サービスを用いて福祉用具を利用する体制（担当者の設置など）を整えていた

だくこと 
２． 貸与サービスで提供される福祉用具を、施設内で利用していただくこと 

用具の選定や適合調整、利用中のモニタリングなどは貸与事業者が行いますので、

施設側の介護職員の方は、それらを活用していただくことに専念いただけます。利

用期間は 9月～12月の予定です。 
３． 利用していただく間についての記録作成にご協力いただくこと 
  月ごとの簡単な記録作成やアンケート調査、福祉用具貸与事業者からの聴き取りな

どにご協力をお願いします。 
 
お願いしたいことの概略は以下のとおりです。 

依頼項目 施設 貸与事業者 備考 

１． 

施設内の実施体制

の整備 

●施設内でモデル事業を遂行する体制の

整備（事業実施担当者の設置） 

●施設貸与事業担当者の設置 

（福祉用具専門相談員等） 
 

２－１． 

対象利用者の選定 

●以下の用具を利用している（または利用

することが望ましいと考えられる）入所者 

各５名程度 

ア．車いす 

イ．歩行補助具 

ウ．床ずれ予防用具等 

●福祉用具利用により変化や効果が想定

される利用者を選定 

●利用者からの調査協力への同意の取得 

●施設との連携（連絡、調整

等） 
P5参照 

２－２． 

用具の選定 

●各用具について、１ケースは専門職によ

るアセスメント、関係者によるカンファレン

ス等を実施して選定 

●残り４ケースは、支援相談員等と貸与事

業所の福祉用具専門相談員の協議によ

り選定 

●対象利用者に対して、適切な

用具を選定し、導入 

●左記のアセスメント、カンファ

レンスに出席 

●左記 4ケースについて支援相

談員等と協議により選定 

福祉用具

貸与事業

者が提供

するサー

ビ ス を 利

用する形

で、事業者

と連携して

実 施 し ま

す。 

２－３． 

用具の導入 

●福祉用具貸与事業所と契約しレンタル開

始 

●搬入・設置、利用指導等を実

施 

２－４． 

用具の利用・管理 
●約３～４ヶ月間、福祉用具を利用 

●日常および定期的にモニタリ

ングを実施 

●用具の管理 

●必要に応じて再アセスメント、

用具の変更 

３． 

事業評価 
●事業実施後のアンケートへの記入 ●アンケートの回収 P9参照 
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4． モデル事業の実施手順 

以下では、モデル事業の実施手順を説明します。 

4.1  実施体制の整備 

はじめに、モデル事業を遂行する体制を整備します。実施体制は、利用者の目標や状態像

に適した用具の選定や利用の継続を可能とするため、福祉用具利用に関わる多様な職種によ

り構成します。以下に、本事業で想定している体制（例）に含まれる職種とそれぞれの役割

を示します。 
 
 

職種 役割 

福祉用具管理担当者 
 モデル事業全体の統括 

 福祉用具貸与事業所等との連絡窓口 

リハ専門職 

 専門的見地からのアセスメント 

 用具選定 

 モニタリング、用具の利用状況の確認 

 リハビリテーションの観点から日常の介護における用具の取り

扱いや利用者との関わりに関する指導、研修 

介護支援専門員 
 モデル事業対象利用者のアセスメント、他職種との連携による

ケアプラン策定 

看護職員 
 モデル事業対象となる利用者の状態観察、福祉用具利用状況

確認、リハ専門職等への情報提供 

介護職員 
 モデル事業対象となる利用者の担当介護職員として、利用者

の状態観察、福祉用具利用状況確認、専門職への情報提供 

福祉用具貸与事業所 

（福祉用具専門相談員） 

 用具の選定への協力（情報提供、デモなど） 

 用具のレンタル 

 モニタリング、メンテナンス 

 
 
 上記は本事業で想定している例ですので、施設の実情に応じて可能な範囲で体制を
ご検討ください。 
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4.2  利用者の選定 

モデル事業の対象となる利用者を選定します。 
 

4.2.1 目標とする利用者数 

以下の福祉用具を現在施設で利用している（または利用することが望ましいと判断され

る）利用者、各５名程度とします。 
ア．車いす 

イ．歩行補助具 

ウ．床ずれ予防用具等 
 

 ※福祉用具の種類によって該当する利用者が５名に満たない場合には、事業予算の中で配分を

検討しますので、福祉用具貸与事業所とご相談ください。 

4.2.2 選定の方法 

より高機能の福祉用具、あるいは利用者の状態により適合した用具の利用が望ましいと判

断される利用者や、福祉用具の利用により状態の変化、生活行動の改善などの効果が期待さ

れる利用者を選定します。 
 
＜選定のポイント＞ 
福祉用具種類 選定のポイント、条件など 

車いす 

 車いすを利用することにより、離床時間が長くなったり、自発的な活

動が増えることが見込まれる方 

 調整機能のある車いすを利用した方が望ましい方  

 機種（自走式・介助式など）を変更した方が望ましい方 など 

歩行補助具 
 比較的自立度の高い方 

 夜間は車いすでも、日中は歩行補助具の利用が可能な方 など 

床ずれ予防用具 

 比較的重度の方 

 床ずれが発生しやすい方 

 床ずれの発生が予想される方 など 

 
 用具を利用することで状態や生活行動に変化が起こり、実証事業期間中に用具の変更
（たとえば車いすの機種や、車いすから歩行補助用具への変更など）が予想される利用

者が含まれると理想的であると考えられます。 
 モデル事業実施期間中に継続して福祉用具をご利用できる方が望ましいですが、選定し
た対象者が、モデル事業期間中に退所する場合があってもかまいません。 
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4.3  用具の選定 

福祉用具専門相談員と連携し、選定されたモデル事業対象利用者に対して、適切な福祉用

具を選定します。 
各用具の５名の利用者のうち、１名については、カンファレンスを開催してください。残

りの４名の方については、支援相談員等と貸与事業所の福祉用具専門相談員の協議により選

定してください。 
 

4.3.1 アセスメント 

モデル事業対象利用者について、福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員が福祉用具サ

ービス計画を作成するために必要なアセスメント情報等の提供をお願いいたします。 
例えば、以下のようなことをお願いいたします。 
 可能であればリハ専門職や看護師からも意見を求めてください。 
 特に次のような観点が重要となります。 
身体状況、ADL、IADL 
現在利用している福祉用具が適合しているか 
（利用者の状態や生活行動に適しているか） 

 

4.3.2 カンファレンス 

各用具の５名の利用者のうち、１名については、カンファレンスを開催し、各職種から

の専門的知見を反映し、十分な議論を行ってください。 
 

4.3.3 用具の選定 

カンファレンスや福祉用具専門相談員との協議の結果に基づいて、利用する福祉用具を

選定してください。 
 福祉用具専門相談員が用具を選定する際に必要となる情報提供にご協力ください。 
 モデル事業実施期間中に用具の変更は可能ですが、十分に検討し、対象利用者に適合
した用具を選んでください。 

 必要に応じて、デモなどを利用してください。 
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4.4  用具の導入 

福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具を導入してください。 

4.4.1 搬入・設置 

福祉用具専門相談員とスケジュールを調整して、選定した用具を搬入、設置します。 
 

4.4.2 利用指導 

福祉用具専門相談員から利用者、担当の介護職員への利用指導を行ってください。福祉用

具担当職員やリハ専門職も立ち会って下さい。 
 

4.4.3 初期モニタリング 

導入後、１週間から１０日以内に、福祉用具専門相談員が初期モニタリングを行い、適合

状況を確認します。状況に応じて福祉用具を交換します。 
 
 
 
 
 
【ご参考】 
在宅サービスでは、福祉用具専門相談員は、以下のようなプロセスで福祉用具の導入を行っ

ています。 
 

情
報
提
供

相
談

ア
セ
ス
メ
ン
ト

用
具
選
定

契
約

搬
入
・設
置

利
用
指
導
・適
合
調
整

フ
ォ
ロ
ー
・モ
ニ
タ
リ
ン
グ
※

搬
出

消毒・保管業務
ケアマネジャーが行うアセスメントとは別に
福祉用具貸与事業者として実施するアセス
メントを意味しています。  
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4.5  用具の利用(モニタリング、メンテナンス、交換など) 

12月までの約 3ヶ月間、施設内で福祉用具を利用・管理してください。 

4.5.1 日常のケアにおけるモニタリング 

日常的に利用者と関わり、ケアを行う中で、可能な範囲で福祉用具の利用状況や、利用者

の身体状況、生活行動の変化などを観察し、介護記録やリハ記録などに記載してください。

また、リハ専門職や福祉用具専門相談員などと随時情報共有してください。気づいた点など

があったら連絡してください。 
 

4.5.2 定期的なモニタリング 

福祉用具専門相談員が定期的にモニタリングします。モニタリング時には、日常の状況に

ついて情報提供するなど、ご協力ください。 
 
施設内で、介護支援専門員やリハ専門職によるモニタリングが実施される場合には、福祉

用具の利用状況についても留意してください。 
 

4.5.3 再アセスメント 

利用者の身体状況や生活行動の変化などにより、福祉用具の適合状態が変化した場合には、

再アセスメントを行います。 
福祉用具専門相談員と連携し、専門職から意見を聞き取るなど必要な情報を収集して福祉

用具について検討し、適切な用具を選定してください。 
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4.6  事後評価など 

モデル事業の実施状況や、対象利用者の状況、施設の状況や介護業務の状況等について、

福祉用具専門相談員への情報提供およびシート記入にご協力ください。 
 

評価シートの種類と記入のタイミング 

種類 記入者 

記入のタイミング 

利用前 
モニタリ

ング１ 

モニタリ

ング２ 
終了時 

１．対象利用者一覧表 福祉用具管理担当者 ○ ✔のみ ✔のみ ✔のみ 

２
利
用
者
シ
ー
ト 

A生活行動 

記録 
各対象利用者のケア担当者等 ○ ○ ○ ○ 

B利用者個別 

シート 
福祉用具管理担当者 △ △ △ △ 

３．職員シート 
福祉用具管理担当者ほか 

モデル事業に関わった職員の方 
   ○ 

４．施設シート 施設管理者    ○ 

福祉用具サービス 

計画 
福祉用具専門相談員 △ △ △ △ 

モニタリングシート 福祉用具専門相談員 △ △ △ △ 

 
○ ：シート記入 
△ ：福祉用具専門相談員への情報提供 

 
 
※ 利用者シートは、個々の対象利用者ごとにご記入ください。 
※ 他のシートは、全体で１式、ご記入ください。 
※ 記入のタイミングの詳細については、別紙「モデル事業 実施手順概要」をご参照

ください。 
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5． その他 

5.1  連絡先など 

 
モデル事業の進め方や実施する上でのご相談やご質問がありましたら、下記までご連絡く

ださい。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

社団法人 日本福祉用具供給協会 担当：淡路、中村 

〒105-0013 東京都港区浜松町２－７－１５（三電舎ビル４階） 

TEL 03-6721-5222       FAX03-3434-3414 

Email ：淡路 yoko.awaji@fukushiyogu.or.jp 

     中村 k-nakamura@fukushiyogu.or.jp 

 

 

 



体制の整備

利用者の選定

用具の決定

用具利用開始

初期モニタリング

モニタリング１

モニタリング２

モデル事業終了

約１ヶ月

約４ヶ月

約１ヶ月

※2A生活行動記録作成→2B利用者シート記入
（1.対象利用者一覧表に☑）

※2A生活行動記録作成→2B利用者シート記入
※3.職員シート記入
※4.施設シート記入
（1.対象利用者一覧表に☑）

※1.対象利用者一覧表作成

アセスメント
カンファレンス等

スケジュール調整等

搬入・適合・利用指導

【モデル事業 実施手順概要】

利用前

モニタリング１

モニタリング２

終了時

※2A生活行動記録作成→2B利用者シート記入
（1.対象利用者一覧表に☑）

※2A生活行動記録作成→2B利用者シート記入
（1.対象利用者一覧表に☑）

２



 

シート記入要領 

 
この調査では、以下のシートにご記入いただくことをお願いしています。 

次ページ以降では、各シートの記入方法についてご説明します。 

 
 

（１）対象利用者一覧表 

   ・最初に福祉用具管理担当者が作成してください。 

   ・調査対象とする利用者全員分について記入してください。 

 

（２）利用者シート 

  A 生活行動記録シート  

  B 利用者個別シート 

 

・対象利用者ごとに記入してください。 

・「利用前」「モニタリング１」「モニタリング２」「終了時」の４つの時点でご記入ください。 

 

（３）職員シート 

・モデル事業の終了時点で記入してください。 

・福祉用具管理担当者を中心として、モデル事業に関わった方々（チーム）で協議の上、

ご記入ください。 

 

（４）施設シート 

・モデル事業の終了時点で記入します。 

・施設管理者等、施設の管理・運営を行っている方がご記入ください。 

 

 

 

 

３ 
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（１）対象利用者一覧表について 

施設内で、調査対象利用者の ID番号を調査の実施状況を確認するためのシートです。 
福祉用具管理担当者がご記入ください。 

 

＜記入方法＞ 

１．用具利用前 

・ 最初に調査対象利用者の氏名を黄色の欄にご記入ください。 
・ 対象利用者の性別、調査開始時点での年齢、入所年月日もご記入ください。 
・ 調査対象利用者は、調査開始時点でレンタルする用具の種類別に記入してください。 
例えば、モデル事業開始当初は車いすを利用していた方が、調査期間中に歩行補助具

に変更された場合でも、ID番号はそのままでかまいません。 
・ 用具の選定にあたって、カンファレンスを開催した利用者については、ID 番号に○を
つけてください。 

・ 福祉用具をレンタルする前の状況として、「利用者シート」の「A 生活行動の記録」を
作成し、その記録に基づいて福祉用具専門相談員と連携して「B利用者個別シート」を
作成してください。 
→「対象利用者一覧表」の該当欄に記入月日を記入し、✔（チェックマーク）をつけ

てください。 
 
２．モニタリング時 

・ モニタリング時（２回を想定）に、「「利用者シート」の「A生活行動の記録」を作成し、
その記録に基づいて福祉用具専門相談員と連携して「B利用者個別シート」を作成して
ください。 
→「対象利用者一覧表」の該当欄に記入月日を記入し、✔（チェックマーク）をつけ

てください。 
 
３．モデル事業終了時 

・ モデル事業の終了時点で、「利用者シート」の「A 生活行動の記録」を作成し、その記
録に基づいて福祉用具専門相談員と連携して「B利用者個別シート」を作成してくださ
い。 
→「対象利用者一覧表」の該当欄に記入月日を記入し、✔（チェックマーク）をつけ

てください。 
 
４．退所した場合 

・ モデル期間中に対象利用者が退所した場合には、退所年月日を記入し、モデル事業終了

時点で記入すべき各シートに記入をしてください。 
 
５．シート提出時のご注意 

・ 個人情報保護のため、氏名の欄は削除（黒塗り、修正ペン等）してからご提出ください。 
 
※ 利用者シート記入のタイミングについては、別紙「モデル事業 実施手順概要」をご参

照ください。 
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（２）利用者シート A生活行動記録シートについて 

 
「B利用者個別シート」の記入に先立って、利用者の一日の生活行動の状況を把握するため
の記録シートです。利用者ごとに作成します。 
「B利用者個別シート」に記入する時点の１週間前以内で、標準的な生活パターンの一日に
ついて、記録を作成してください。 
 
＜記入方法＞ 

・ 記録を行うタイミング（利用前、モニタリング１、モニタリング２、終了時）の該当す

るものに○をつけてください。 
・ １行は３０分単位になっています。およその時間帯でかまいません。 
・ 記入する内容は以下のとおりです。 

活動、ケアの内容 時間の流れに沿って、利用者の生活における活動やそれに伴

って提供されたケア、サービスの内容を記入してください。 
福祉用具を利用して行

った行動など 

上記の活動、行動に関連して用具を利用した場面について記

録してください。気づいたことがあれば、注記してください。 
（欄外でもかまいません） 

適合状況確認等、福祉

用具に関連して職員が

関わったこと 

それぞれのタイミングで、福祉用具に関連して行った業務に

ついて記入してください。 
福祉用具の確認、調整、メンテナンスのほか、利用者の状態

確認、利用に関する声かけ等も含みます。ケアを担当する介

護スタッフ、福祉用具管理担当者をはじめ、利用者に係るす

べての職種の方が随時記入してください。 
 
   記入例： 

時間 活動・ケアの内容 福祉用具を利用して行った行動など
適合状況確認等、福祉用具に関連して

職員が関わったこと

4:00

5:00

6:00

7:00
起床・排泄・整容 車いすでトイレまで移動・往復 移動中の姿勢の確認、調整

8:00 食堂まで移動

食堂から居室まで移動

9:00
機能訓練

10:00

食事

やや不安定

 
 

※ 利用者シート記入のタイミングについては、別紙「モデル事業 実施手順概要」をご参

照ください。 
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（２）利用者シート B利用者個別シートについて 

 
「A生活行動記録シート」に基づいて、個別の利用者の状況について記入します。 
原則として福祉用具専門相談員が記入しますので、必要となる情報をご提供ください。 
 
＜記入方法＞ 

・ 記録を行うタイミング（利用前、モニタリング１、モニタリング２、終了時）の該当す

るものに○をつけてください。 
・ 記入する内容は以下のとおりです。 

総合的な援助方針 関係者協議の上、記入してください。 
生活全般の解決すべき課題（ニーズ） 

福祉用具利用の目標 

ケアプラン上の目標 ケアプランから転記してください。 
疾患名 

障害の状況 

リハビリテーションの方針 

施設におけるアセスメントシートや個別援

助計画等を参照してご記入ください。 

※上記の項目については、初回（利用前）に記入した後、モデル事業実施期間中に

変化がない場合は、その後の記入時点のシートは「変化なし」とご記入ください。 
 

身体状況・ADL 評価した年月日を記入の上、特に変化がない場合でも、毎回必ず

記入してください。 
評価項目のうち、判断が難しいものについては、リハ専門職や福

祉用具専門相談員と協議の上ご記入ください。 
利用している 

福祉用具 

用具種類ごとに、利用状況をできるだけ詳しく記入してください。

安全かつ効果的な利用のために、福祉用具専門相談員がアドバイ

ス等を行った場合には、その内容を記入してください。 
生活行動の状況 一週間以内に作成した「A 生活行動記録シート」に基づいて、実

績および特記事項記入してください。 
特記事項については、記入者の主観でかまいませんので、利用者

の生活行動における変化などを具体的に記入してください。 
施設の体制 利用者を担当する体制について該当するものをお選びください。 

利用者の変化に影響すると考えられる、施設内で実施され利用者

が参加している他のプログラム（機能訓練等）についても、記入

してください。 
総合評価 前回記録時点からの総合的な評価を記入してください。利用前に

ついては、記入時点での状況を記入してください。 
※利用者シート記入のタイミングについては、別紙「モデル事業 実施手順概要」を

ご参照ください。 
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（３）職員シート  

 
モデル事業の終了時点で、モデル事業に関わった職員の方全員（担当チーム）でご協議の

上、代表の方がご記入ください。 
 
＜記入方法＞ 

・ モデル事業終了時点でモデル事業全体を振り返って、総合的に評価をしてください。 
・ 例えば、利用者や場面によって、介護がしやすくなった場合と介護がしにくくなった場

合の両方があることが考えられますが、全体としての傾向としていずれか特徴的な場面

についてお答えください。両面が同程度である場合には、併記でもかまいません。 
・ 「具体例、理由など」はできるだけ、具体的にご記入ください。 
・ 裏面の記入欄は、モデル事業全体を通じて感じたレンタルによる福祉用具利用に対する

評価をについて、職種別に自由にご記入ください。 
 
 
 
 

（４）施設シート  

 
モデル事業の終了時点で、施設管理者等、施設の管理・運営を行っている方がご記入くだ

さい。 
 
＜記入方法＞ 

・ 特に記載がない場合には、平成２４年１２月１日の状況をご記入ください。 
・ 「２．備品福祉用具に関するコスト」「３．福祉用具の管理・メンテナンスの体制」は、

モデル事業ではなく通常の業務の状況についてご記入ください。 
・ 「４．福祉用具の適用判断、利用指導について」は、通常業務とモデル事業を比較して

ご記入ください。 
・ 「５．施設における福祉用具の利用状況」は把握されている範囲でご記入ください。 
・ 「６．施設における福祉用具レンタルの有効性」については、有効または有効でないと

判断される理由を具体的にご記入ください。 
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モ
デ
ル
事
業
開
始
時
に
レ
ン
タ
ル
利
用
す
る
用
具
の
種
類
別
に
ID
番
号
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

※
用
具
別
に
対
象
利
用
者
数
が
満
た
な
い
場
合
は
空
欄
で
か
ま
い
ま
せ
ん
。
８
名
を
超
え
る
場
合
は
、
適
宜
他
の
欄
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※
用
具
の
選
定
に
あ
た
り
、
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
開
催
し
た
利
用
者
に
つ
い
て
は
、
ID
番
号
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

車 い す 歩 行 補 助 具 床 ず れ 予 防 用 具用
具

退
所
年
月
日

（
調
査
期
間
中
に
退
所
し
た
場
合
）

入
所
年
月
日

対
象
利
用
者
一
覧
表
　
　
※
　
こ
の
シ
ー
ト
は
、
貴
施
設
内
で
調
査
対
象
者
の
ＩＤ
番
号
と
氏
名
を
照
合
す
る
際
に
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

年
齢

性
別

氏
名

ID
番
号

利
用
者
シ
ー
ト
記
入
状
況

(記
入
し
た
ら
☑
印
と
月
日
を
記
入

)

※
個
人
情
報
保
護
の
た
め
、
氏
名
（
黄
色
の
欄
）
は
調
査
終
了
時
に
消
去
し
て
か
ら
ご
提
出
く
だ
さ
い
。



※利用者個別シート記入前の１週間以内で、標準的な生活パターンの一日について、記録をお願いします。

時間 活動・ケアの内容 福祉用具利用して行った行動など
適合状況確認等、福祉用具に関連して

職員が関わったこと
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2A.生活行動記録シート

↑○をつけてください

※このシートは、利用者個別シート記入に先立って、利用者の１日の生活行動を把握するために作成していただくものです。

記入日：　　　年　　　月　　　日

利用前 ・モニタリング１・モニタリング２・ 終了時
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作成日  
作成者  

 

 

↑ ○をつけてください 

総合的な援助方針  

生活全般の解決すべき 

課題（ニーズ） 
 

福祉用具利用の目標  

ケアプラン上の目標 

 

疾患名  

障害の状況  

リハビリテーションの方針  
 

身体状況・ＡＤＬ (    )年（   ）月 現在  

身長 ｃｍ 体重 kg BMI  

寝返り □ つかまらないでできる □ 何かにつかまればできる □ できない 

起き上がり □ つかまらないでできる □ 何かにつかまればできる □ できない 

立ち上がり □ つかまらないでできる □ 何かにつかまればできる □ できない 

座位 □ できる □ 
自分の手で支えれば 

できる 
□ 

支えてもらえれば 
できる 

□ できない 

排泄 □ 自立(介助なし) □ 見守り等 □ 一部介助 □ 全介助 

入浴 □ 自立(介助なし) □ 見守り等 □ 一部介助 □ 全介助 

障害日常生活自立度   J．   A．   B．   C．  特記事項あれば（                       ） 

認知症の日常生活自立度    Ⅰ．    Ⅱ．    Ⅲ．    Ⅳ．    M． 
 

評価ポイント ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 特記事項 

ベッド・いす・

車いすの 

移乗 

自立 

(介助・補助

用具なし) 

手すりなど

補助用具

必要 

見守りで移

乗可能 

万一に備え

手添え必要 

軽く引き上

げる 

しっかり引

き上げる 

全介助 

二人介助 

 

トイレへの 

移乗 

自立 

(介助・補助

用具なし) 

手すりなど

補助用具

必要 

見守りで移

乗可能 

万一に備え

手添え必要 

軽く引き上

げる 

しっかり引

き上げる 

全介助 

二人介助 

 

移動動作 

歩行・車いす 

５０㍍可能 

自立 

５０㍍可能 

介助なし 

要補助具 

５０㍍可能 

見守り必要 

５０㍍可能 

介助量 25%以

下 

５０㍍可能 

介助量 25%

以上 

15㍍可能 

介助量 75%

以上 

15㍍可能 

介助量 76%

以下 

10㍍移動速度    秒 

階段の昇降 

12～14 段

可能、自立 

12～14 段

可能、要補

助具 

12～14 段

可能、 

見守り必要 

12～14 段可

能 、介助量

25%以下 

12～14 段

可能、介助

量 25%以上 

4～6 段可

能、介助量

75%以下 

4～6 段可

能、介助量

76%以上 

 

 

【じょくそうリスクの評価】                                                特記事項 

自力体位変換能力 □ できる □ どちらでもない □ できない  

病的骨突出（仙骨部） □ なし □ 軽度・中等度 □ 高度  

浮腫 □ なし □ あり  

関節拘縮 □ なし □ あり  

 

２B.利用者個別シート  

・終了時】 

【利用前 ・ モニタリング１ ・ モニタリング２ ・ 終了時】  
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利用している福祉用具  

用具の種類 選定理由 
利用状況（どのような場面で、どの程度、 

どのように利用しているか） 

   

福祉用具専門相談員からのアドバイス内容： 

   

福祉用具専門相談員からのアドバイス内容： 

   

福祉用具専門相談員からのアドバイス内容： 

 

生活行動の状況 ※一週間以内に作成した生活行動記録シートに基づいてご記入ください。 

評価ポイント 実績 特記事項 

離床時間 

１週間以内の観察 

に基づく離床時間 

（    ）時間／日 

・前回記入時点との比較 
・離床に関する意欲や状況 など 

 

居室外で 

過ごす時間 

同、居室外の生活時

間 

（    ）時間／日 

・前回記入時点との比較 

・居室外に出ることへの意欲や状況 など 

アクティビティへ

の参加 

最近３日間のアクテ

ィビティ参加回数 

（    ）回 

・前回記入時点との比較 

・アクティビティ参加への意欲や状況など 

施設外への 

外出 

最近１週間の施設外

への外出回数 

（    ）回 

・前回記入時点との比較 
・外出に対する意欲や状況 など 

職員や他の利

用者との交流 

最近３日間のアクテ

ィビティ以外の交流

回数 （    ）回 

・前回記入時点との比較 
・交流に対する意欲や状況など 

食事の状況 

最近３日間の平均の

昼食所要時間 

（    ）分 

・前回記入時点との比較 
・食事に対する意欲や状況など 

その他の変化 

 ・生活全般における自立への意識 
・前回記入時点との比較 

・関心、意欲などの状況 

 

施設の体制  

利用者について特定の担当者

が配置されているか 

１． 特定の担当者１名が配置されている 
２． 担当するチームが定められている 
３． 特に定められていない 

１または２の場合 

上記担当者の職種 

１．介護職員   ２．看護師   ３．介護支援専門員   
４．生活相談員・支援相談員    ５．作業療法士・理学療法士   
６．その他 （   

他のプログラムの実施状況 
 

 

総合評価  

① 利用者の ADL、生活行動の変化などの観点から 

 

 

② レンタルによる福祉用具の利用について 
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３．職 員 シ ー ト 

 

モデル事業を振り返って（通常の業務と比較して）、以下の（１）～（８）の項目についてお答えください。 

※モデル事業に関わった職員の方全員（担当チーム）でご協議の上、代表の方がご記入ください。 

 

担当チームの職種 

（すべてに○） 

１．支援相談員・生活相談員   ２．介護支援専門員   ３．介護職員    ４ ．看護職員   

５．機能訓練指導員  ６．その他（                           ） 

あなた（記入者）の 

職種 

１．支援相談員・生活相談員   ２．介護支援専門員   ３．介護職員    ４ ．看護職員   

５．機能訓練指導員  ６．その他（                           ） 

 

（１） 福祉用具の選

択について 

１． 選択がしやすくなった・負担が軽減した 

２． 選択がしにくくなった・負担が増加した 

３． 特に変化はない 

理由、具体例など： 

 

（２）福祉用具の調

整や適合につ

いて 

１． 調整や適合がしやすくなった・負担が軽減した 

２． 調整や適合がしにくくなった・負担が増加した 

３． 特に変化はない 

理由、具体例など： 

 

（３）リハビリ指導の

しやすさについ

て 

１． リハビリがやりやすくなった・負担が軽減した 

２． リハビリがやりにくくなった・負担が増加した 

３． 特に変化はない 

理由、具体例など： 

 

（４）介護のしやすさ

について 

１．介護がしやすくなった 

２．介護がしにくくなった 

３・特に変化はない 

理由、具体例など： 

 

（５）介護にかかる

時間について 

１．時間が短くなった 

２．時間が長くなった 

３・特に変化はない 

理由、具体例など： 

 

（７）在宅復帰に向

けた指導ついて 

１．指導がしやすくなった 

２．指導がしにくくなった 

３・特に変化はない 

理由、具体例など： 

 

（６）対象利用者の

自立に対する意

識について 

１．対象利用者の自立に対する意識が強くなった 

２．対象利用者の自立に対する考え方が変わった 

３．特に変化はない 

理由、具体例など： 

 

（７）職員として、利

用者の自立支

援に対する意識

について 

１．利用者の自立支援に対する意識が強くなった 

２．利用者の自立支援に対する考え方が変わった 

３．特に変化はない 

理由、具体例など： 

 

（８）全体をとおして 

１．やりやすかった・負担が軽減された 

２．やりにくかった・負担が増大した 

３．特に変化はない 

理由、具体例など： 

 

 

裏面につづきます
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モデル事業全体を通じて、レンタルによる福祉用具利用をどのように評価されますか。 

※モデル事業に関わった職員の方の職種別に、それぞれご記入ください。 

 

生活相談員・ 

支援相談員 

 

 

 

介護支援専門員 

 

介護職員 

 

看護職員 

 

機能訓練指導員 

 

その他 

（          ） 

 

お忙しいところご協力ありがとうございました。 
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４．施 設 シ ー ト 
 

記入者 

役職 １．事業所の管理者  ２．管理者以外 

職種 
１．生活相談員・支援相談員 ２．介護支援専門員   ３．介護職員 

４．看護職員  ５．機能訓練指導員  ６．その他（          ） 

 

１．施設の概要 （平成２４年１２月 1日現在） 

（１）基本情報 

施設名 
 

開設年 昭和・平成（    ）年 

要介護度別入所者数 

（平成 24年 12月１日） 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 平均要介護度 

人 人 人 人 人  

認知症高齢者の日常生

活自立度別入所者数 

（平成 24年 12月１日） 

自立 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ｍ 

人 人 人 人 人            人 

障がい老人の日常生活

自立度（同 12月 1日） 
J １ J2 A1 A ２ B １ B ２ C1 C2 

人 人 人 人 人 人 人 人 

入所施設の形態 
1. 従来型個室中心   2.ユニット型個室中心   ３．多床室中心   4.混合型 

 
（２）職員体制等 

 常勤 非常勤 
 

常勤 非常勤 

実人員 常勤換算 実人員 常勤換算 実人員 常勤換算 実人員 常勤換算 

介護支援専門員 
人 人 人 人 

医師 
人 人 人 人 

看護職員 
人 人 人 人 生活支援

専門員 

人 人 人 人 

機能訓練指導員

(リハビリ専門職) 

人 人 人 人 
介護職員 

人 人 人 人 

福祉用具管理

担当者設置の

有無について 

（○は１つ） 

 

１． 担当者を決めている   決めている場合

→ 

２． 担当者を決めていない 

３． 外部に委託している 

→どのようなところに委託していますか 

１． 福祉用具を購入した事業者 

２． 医療機器販売事業者 

３． 福祉用具メーカー 

４． 指定福祉用具貸与（レンタル）事業者 

５．その他（                   ） 

福祉用具管理担当者

の職種はどれですか。 

（○は１つ） 

福祉用具管理担当者が保

有している資格があります

か。 

（○はいくつでも） 

１．管理職 

２．ケアマネジャー 

３．ＰＴ、ＯＴ、ＳＴ 

４．介護職 

５．事務職 

６．その他（       ） 

１．福祉用具専門相談員 

２．福祉用具プランナー 

３．福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

４．その他（         ） 

５．特になし 

 

２．備品福祉用具に関するコスト  

（１） 年間の福祉用具

（備品）購入費用等 
毎年の償却費 既存用具の補充費用 新規用具の購入費用 メンテナンス費用 

円／年 円／年 円／年 円／年 

（２）保管スペース等 

保管スペース 

１．専用場所あり 

２．専用場所なし 

場所（              ） 面積約（        ）㎡ 

場所（              ） 面積約（        ）㎡ 

場所（              ） 面積約（        ）㎡ 

保管管理体制 

管理責任者役職、管理関係者人数、職種、管理方法など。 
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３．福祉用具の管理・メンテナンスの体制 （モデル事業以外の通常業務において） 

（１）福祉用具管理･運

用にかかわる体制 
人数       人 

責任者職種  

担当者職種  

（２）福祉用具のメンテ

ナンスの体制 
１．施設全体で一元的に管理する体制 

２．フロア、エリア別に管理する体制 

３．福祉用具種類別に管理する体制 

４．その他（                    ） 

担当者 

人数 人 

職種  

（３）福祉用具の管理・

メンテナンスの実施状

況について。 

（○は１つ） 

１．週に１回程度、日時を決めて一斉に点検する      →１回あたり所要時間（    ）時間程度 

２．月に１回程度、日時を決めて一斉に点検する      →１回あたり所要時間（    ）時間程度 

３．福祉用具の種類によって時期を設定して一斉に行う   

４．介護の一環として日常的に意識して点検する    

５．必要に応じて随時点検する    

６．その他（                     ） 

（４）管理、メンテナンス

への介護スタッフの関

与状況について 

（○は１つ） 

１．日常の状態確認などでスタッフ全員が関与 

２．用具別に決めたスタッフが担当用具を担当 

３．福祉用具担当者（グループ）のみが担当 

４．その他（                    ） 

(４)-1どのような関与のしかたですか 

１．介護業務のなかで福祉用具にも目配り、報告 

２．所定の日時に一斉に点検、報告 

３．必要に応じて日時を設定して点検、報告 

４．その他（                      ） 

（５）ＰＴ、ＯＴなどリハ

専門職の関与の仕方

について 

（○は１つ） 

１．管理体制全体を指導する              ２．管理の仕組みを作って運用を指導する 

３．必要に応じて専門的立場でアドバイスする    ４．特に明確な役割は決まっていない 

５． その他（                                                    ） 

（６）管理・メンテナンス

への福祉用具事業者

の関与について 

（○は１つ） 

１．調達から管理・メンテナンスまで包括的に契約している 

２．管理・メンテナンスのみ包括的に契約している（調達は除く） 

３．福祉用具別に調達した事業者に任せている 

４．管理・メンテナンスの都度、福祉用具事業者を選定している 

５．福祉用具事業者は関与していない 

→（管理・メンテナンスはどのようにしていますか。 

 

                                                        ） 

（７）福祉用具の消毒

について（○は１つ） １．利用者が用具を交換する時に消毒する 

２．用具の種類別に期間を決めて消毒する  

３．利用状況を見て必要に応じて随時消毒する 

４．用具の利用者が替わる時に消毒する 

５．特に定められていない 

６．その他（                     ） 

(7)-1消毒は誰が行っていますか。(○は１つ) 

１．基本的に施設内で消毒している 

２．福祉用具供給事業者に委託している 

３．その他の事業者（消毒事業者等）に委託してい

る 

４．福祉用具の種類によって異なる 

５．その他（                        ） 

（８）モデル事業を実施

したことによって、福祉

用具の管理・メンテナ

ンスに関する意識が変

化しましたか。 

１．変化があった 

    → 

 

 

２．変化はなかった 

変化の内容をご記入ください。 
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４．福祉用具の適用判断、利用指導について 
以下の設問については、施設におけるケアの環境整備としての福祉用具利用の観点からお答え下さい。 

 
 通常の状況 

モデル事業に 
おける状況 

（１）入所者に対す

る実質的な福祉用

具の必要性の判

断は誰が行ってい

ますか。 

（○は１つ） 

１．医師    

２．作業療法士（OT）、理学療法士（PT）、言語聴覚士（ST）   

３．医師とリハ専門職による協議（チーム方式）        

４．施設のケアマネジャー    

５．介護スタッフ        

６．介護スタッフとリハ専門職による協議（チーム方式）    

７．明確に決まっていない       

８．その他（                         ）   

（２ ）入所の時点

で、入所者の状態

像に合った福祉用

具の適用ができて

いますか。 

（○は１つ） 

１．ほぼ全ての入所者について、状態像に合った適用ができている   

２．特定の状態像の入所者を除いて、状態像に合った適用ができている   

３．状態像に合った適用ができている入所者は少ない   

４．状態像に合わせた福祉用具の適用はあまり考えていない   

(2)-1 施設にある

福祉用具では状

態像に合った福祉

用具の適用ができ

ない場合はどのよ

うに対処していま

すか。 

１．入所者の状態に適合する福祉用具を新たに購入（あるいはレンタル）   

２．施設にある福祉用具を調整するなどして対応する   

３．特別な対応はしない   

４．その他（具体的に                               ）   

（３）入所時の福祉

用具の使い方指

導は、どのように

行っていますか。 

（○は１つ） 

１．全ての入所者に対して状態に応じた個別の指導を行う        

２．留意すべき状態の入所者に対して状態に応じた個別の指導を行う   

３．入所者からの要望に応じて状態に応じた指導を行う   

４．どの入所者にも同様の指導を行う   

５．その他（具体的に                              ）   

（４）入所者への使

い方の指導は誰

が行っています

か。 

（○は１つ） 

１．医師           

２．作業療法士（OT）、理学療法士（PT）、言語聴覚士（ST）   

３．医師とリハ専門職による協議（チーム方式）       

４．施設のケアマネジャー   

５．介護スタッフ       

６．介護スタッフとリハ専門職による協議（チーム方式）   

７．明確に決まっていない       

８．その他（                          ）   

（５）入所中に、福

祉用具の変更・調

整の必要性の確

認はどのように行

っていますか。 

（○は１つ） 

１．日常的に介護業務のなかで福祉用具にも目配りする   

２．週に１回程度、日時を決めて一斉に確認する   

３．月に１回程度、日時を決めて一斉に確認する   

４．必要に応じて随時確認する   

５．その他（                      ）   

（６）入所中の福祉

用具利用の見直し

（用具の交換、フィ

ッティングの修正

など）の判断は誰

が行っています

か。 

（○は１つ） 

１．医師        

２．作業療法士（OT）、理学療法士（PT）、言語聴覚士（ST）   

３．医師とリハ専門職による協議（チーム方式）       

４．施設のケアマネジャー   

５．介護スタッフ      

６．介護スタッフとリハ専門職による協議（チーム方式）   

７．明確に決まっていない      

８．その他（                           ）   
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５．施設における福祉用具の利用状況 

施設で保有されている福祉用具の台数を種類別にお知らせ下さい。その際に、可能であれば実際に利用されている台

数、入所者の持込（購入）台数もお知らせ下さい。なお、こちらの設問は管理台帳などを元に記入可能な項目だけの回

答で結構です。回答しにくい項目は空欄のままでご返送下さい。 

  
施設保有台数 

(施設にある全て) 
実際の利用、稼働台数 入所者持込台数 

 
（１）車いす 台 台 台 

 
（２）特殊寝台 台 台 台 

 
（３）床ずれ防止用具 台 台 台 

 
（４）体位変換器 台 台 台 

 
（５）手すり （据え置き型のみ） 台 台 台 

 
（６）スロープ （据え置き型のみ） 台 台 台 

 
（７）歩行器 台 台 台 

 
（８）歩行補助つえ 台 台 台 

 
（９）認知症老人徘徊感知機器 台 台 台 

 
（１０）移動用リフト 台 台 台 

 
（１１）入浴用リフト 台 台 台 

 
（１２）ポータブルトイレ 台 台 台 

 （１３）その他１ 

（                   ） 
台 台 台 

 （１４）その他２ 

（                   ） 
台 台 台 

 （１５）その他３ 

（                   ） 
台 台 台 

 （１６）その他４ 

（                   ） 
台 台 台 

 （１７）その他５ 

（                   ） 
台 台 台 

４．施設に 

６．施設における福祉用具レンタルの有効性 

入所者の自立支援を図る観点か

ら、入所中の入所者に対して福祉

用具の貸与（レンタル）は有効であ

ると思いますか。（○は１つ） 

１. レンタルは有効      

        → 

 

 

２. レンタルは有効 

ではない  → 

 

 

どのような場合に有効であると思いますか。自由にお書き下さい。 

 

 

 

有効でない理由をお書き下さい。 

 

 

お忙しいところご協力ありがとうございました。 
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